
流山市市民参加条例第２３回検討委員会会議録  

 

               日 時：平成２３年１月２４日（土）  

                   午後７時から９時まで  

                 場 所：市役所 ３０４会議室  
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伊藤委員、梅谷委員、狼委員、越智委員、片岡委員、金田委員、  

管原委員、田口委員、内藤委員、野路委員  

 

市民参加条例検討委員会アドバイザー  

   関谷 昇 先生（千葉大学法経学部 准教授）  
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事務局  

   倉田市民生活部長、兼子コミュニティ課長、高橋課長補佐、  

   須郷係長  

 

議 題  

（１）指摘後の修正について  

･ ７市民参加・協働推進のための環境づくり  

･ 前回の再修正  
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（事務局・高橋）  

  皆さん、こんばんは。ただいまから流山市市民参加条例検討委員会第

２３回を開催いたします。委員長よろしくお願いします。  

 

（委員長）  

  本日の出席状況ですが、１０名全員出席ということで、会議は成立し

ているということを御報告いたします。  

  今日は関谷先生も御参加いただいています。今年初めての参加という

ことになります。今年もよろしくお願いします。  

  あと２月７日、２月１９日と両方入れて３回やりますけれども、この

３回とも先生に御参加いただきます。ということでご了解いただいてお

ります。  

  では、議題に入ります。今申し上げましたようにいよいよあと今日を

いれて３回ということで、これから市民参加条例の検討案をまとめて提

出していく、そのまとめに入っていきたいと思います。  

  今日は最初に今までＡさんがいろんなご都合で不参加と、参加できな

かったのですけれども、Ａさんが担当しているところからそこの説明か

ら、まず入りたいと思います。そのあと前回お願いしました今まで皆さ

んに目を通していただいて、付け加えたほうがいいとか、足りないとか、

それをお聞きして、あったらいただいて、そしてそのあと今日は先生参

加しますので、今までの話し合いの中で先生に聞きたいこと、あるいは

先生のほうから指摘があること、そういったことに入っていきたいとい

うふうに思います。という流れですすみますが、よろしいでしょうか。  

  では、Ａさんお願いします。  

 

（副委員長）  

  はい、Ａです。前回、前々回とお休みさせていただきまして、失礼い

たしました。ちょっといろいろとバタバタしておりまして、予定が変わ

ってしまいましたので。それでは７番目の市民参加・協働推進のための

環境づくりのところなのですけれども、今日配布されている資料の２１

ページと２２ページ、こちらのページになりますが、こちらを見ていた

だくようにと思います。基本的にこの環境づくりの章に関しては大きな
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修正を要する点というのは、私自身としては見つかりませんで、これま

で御指摘をいただいた文言の追加ですとか、表現の修正といったところ

に変更点というのは、限られているといった状況でございます。なので

意見のある方はぜひお知らせいただければと思います。お願いします。  

  全体として大きく３つに分けているところは、これまでと同様でして、

１つ目のところ、意識改革と啓発の部分では、中項目ア、イ、ウ、ウの

中には具体的な例として（ア）から（エ）という項目をだしております。

そのほかには特段修正する必要はないのかなと思います。  

  それから２つ目、育成と支援のところですけれども、こちらも中項目

としては４つに分けてあるわけですが、１つ目の人材の育成としてとい

う点では、（ウ）のところ、それから（エ）のところ。行政は、特に若年

層に対しての育成の機会を積極的に設けるようにする。という文章、そ

れから（エ）として、市民同士や、行政職員と市民の学びの場を設ける。

と、この２項目のところですね、１つ追加ということになっております。  

  次にイのところで、拠点づくりとしてというところですが、（ア）のと

ころでは、１項目追加してありまして、「学校の空き教室や商店街の空き

店舗や企業の施設などの遊休施設を活用できるよう、制度の創設・運用

などを検討、実行する。」というようなことが書かれています。  

  それから、めくっていただきまして、２２ページになりますと、この

イの文の続きということになりますけれども、「市民参加に携わる市民等

の『よるべ』」という表現について、『よりどころ』という表現にしたほ

うがよいのではないかというご意見をいただいて、その通り直しをいれ

てあります。  

あと２つ、財政の支援として、活動・事業の支援としてといった２項

目がございます。特にこのままでよろしいのかなというところです。  

  ３番目の情報の公開と共有のところですが、こちら５項目設けており

ますけれども、こちらに関しても今のところはこれでよろしいのかなと

いうふうな考え方でございますけれども、何か御指摘等ありましたらお

願いします。これに関しては以上です。  

 

（委員長）  

  今説明がありましたこの市民参加・協働推進のための環境づくりとい
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うところで、Ａさんから説明いただきましたけれども、この部分で皆さ

んのほうから何かお気づきになった点、あるいは確認したい点というこ

とがございましたら。  

 

  では、なければ私のほうからちょっと、この順番をですね、１、２、

３。私は、こういう行政関連の問題について、意識改革、人材育成、そ

れも大切なのですけれども、やっぱりなによりも情報の公開が１番大事

だという考え方があるものですから、この順番を入れ替えて、頭に情報

の公開にしたほうがいいのではないかというふうにちょっと考えました

けれども、この順番について。  

 

（Ｃ委員）  

  １６回の会議録で、そのときに確かそんな議論を。  

 

（Ｄ委員）  

  しましたよね。  

 

（Ｃ委員）  

  議論をして、そして情報のものを１番最初にくるようにとなったので

はないですか。  

 

（Ｄ委員）  

  したような記憶があります。  

 

（副委員長）  

  すみません。私、見落としました。  

 

（Ｅ委員）  

  情報公開を１にして、１を２…。  

 

（委員長）  

  情報公開を最初にもってきて、意識改革・啓発を入れて、３番目が育
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成と支援とそういう流れにたよっていくとよろしいと。  

  では、皆さんのほうから全体を通じて欠けている、ここを補足したほ

うがいいのではないかとか、改めて入れ直してここに入れたほうが妥当

だとかいうような御意見ありませんでしょうか。  

 

（Ｄ委員）  

  前文から入ってよろしいですか。前文は、私たびたびちょっと申し上

げていると思うのですけれども、ここに平成１２年度に、いきなり冒頭

から平成１２年度にというのがくるのはいかがなものかと、これは別に

いまさらいらないのではないかと思うのですが。  

 

（委員長）  

  今日、ちょっとお配りしていませんけれども、最初の４行は全部とっ

ぱらった。これは皆さんに今回お配りしていませんから。４行とっぱら

ったことと、それからちょうど真ん中あたりにＥさんのほうから文章の

流れがあれだから、それを推進するためにという言葉を入れたらどうか

ということと、１番下の行政職員、議員、そして市民一人一人、これの

順番を入れ替えるというような御指摘がありまして、そこの部分だけは

ちょっと訂正したものは一応とってはいるのですけれども、ちょっと今

回は間に合わなかったということで、それは改めて検討するような形に

したいと思います。  

 

（Ｄ委員）  

  それと途中で、基本条例について、市民自治のまちづくりを正面に据

えて進めている先進的なというのを、ここで入れる必要があるのでしょ

うかね。別に先進的だろうが後進的だろうが、それはちょっとこれは自

分たちの条例ですから、いらないのかなという感じがするのですが。そ

れと本当に言葉の使い方みたいになってしまうのですが、あとは、１つ

目は参加主体として子どもをはじめ高齢者や障害者も大切に考えました。

２つ目は実効性を考慮しました。考慮しましたというよりも実効性をし

っかりと担保しましたということだから、考慮ということはなんとなく

弱い感じがするのですけれどもね。実効性を、まず実効性があるために
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これをつくったということで、もうちょっときっぱりとした言葉を使っ

てもいいのかなという感じがしました。  

  あとは、私はちょっとどうなのかなと思ったことで、ここは書かれて

いないところで、つまり今まで参加していない人に、流山とはやっぱり

新しい若い世代にもどんどん入ってくるし、来ているその特徴をその人

たちをどう取り込むかというようなそこの部分と参加条例みたいなもの

を加えているかどうか、わからないのだけれども、そういう新しい、若

い世代、特に子育て世代というか、キャッチコピーでも母になるなら、

父になるならというようなそういうのもあるのだから、その世代と参加

条例を、子どもや高齢者、障害者といういわゆる弱い立場の人たちのも

のを書き込めたのだけれども、そこが参加することができる仕掛けをつ

くっているかどうかは、私もよくわからないのですけれども、そこを、

思いを込めたいなという、何かその辺が巻き込みたいというそこら辺が

何か入らないですかね。  

 

（委員長）  

  ここで今、ほかにありますか。  

 

（Ｅ委員）  

  今ちょっと、上の４行を落としたというようなことがあるのですが、

私は、平成１２年を入れるか入れないかということは別として文章の流

れから、そういう国全体の大きな流れ、それからそれを受けての流山市

の流れというね、やっぱりそういう流れが、やはり市民の方々にも広く

知ってもらう必要があると思うのですよ。ですからそれは流れとして、

表現はともかくとして、今回流れとしてはそういくべきだろうと、私は

考えています。  

 

（Ｄ委員）  

  ４行、全部とってしまったのですか。  

 

（委員長）  

  はい、そうです。  
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（Ｄ委員）  

  とってしまったの。それはちょっと…  

 私はこの平成１２年度はいらないと思うのですけれども。  

 

（Ｅ委員）  

  今のだと表現としてはわからないけれどね、こういう時代の流れみた

いなものは必要ですね。  

 

（Ｊ委員）  

  難しいですよね。４行全部抜いてしまうと。ただ、独自の運営という

ところもちょっと引っかかりますけれども。独自の運営という言葉と平

成１２年ということと、独自の運営というこの２つだけでしたよ、この

４行の中でひっかかったのは。だから全部とっぱらって…というか…  

 

（Ｅ委員）  

  だから趣旨はこれでいいのですよね。  

 

（委員長）  

  はい、わかりました。平成１２年と、独自の運営と、切り替えますと

いう言葉ですね。ちょっと御指摘いただきましてわかりました。ほかの

ほうには皆さんのあれをいただいたもので、新しく再度提案します。  

 

（Ｃ委員）  

  地方分権というのは、地域が主体とか、そっちのほうの何か分権だと

上から入られるような。  

 

（Ｄ委員）  

  そうですね。そういう流れの中で、これから地域主権を確立していき

たいとか、自分たちが確立していきたいという思いがあったほうが、前

から私は地域主権というのは、使うかどうかは別として自分たちがそう

いう市民自治とか地域というものを確立していきたいから、これをつく
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るのだよというそういうにじみがあったほうがいいですよね。この流れ

もあるのだけれども、それ以外に自分たち市民として主体的なそこがあ

ったほうがいいと思うのですよ。  

 

（Ｃ委員）  

  それから先ほどのＤさんの若い人云々は、やっぱり環境づくりも重視

していますという第７章でしたっけ、８章のあそこら辺も入れるとして、

参加主体として子ども、高齢者だけではなくて、何か参加していないよ

うな人というのはちょっとおかしいけれども。  

 

（Ｄ委員）  

  特にその若い世代というか、子育て世代にそういう流山は今すごくそ

れを引っ張り込みたいといって、アピールしきりにしているというとこ

ろもあるので、そこら辺をちょっと想像して書いてもらうといいかなと。 

 

（Ｊ委員）  

  それは、様々な市民活動を行えます。というところの前に入れるとい

うことですか。  

 

（Ｄ委員）  

  ではなくて。  

 

（Ｅ委員）  

  例えば、参加主体として子どもをはじめ高齢者や障害者も大切にする

とともになんとかかんとか…例えばね。  

  子育てファミリーを意識した文言とか、あまり意識していなかったと

思うのですよ。気持ちはあるのですけれどね。ただこの中にあまりこの

具体性的な表現が入っていないと思うので、それはここである程度いれ

てもいいのでは。気持ちはあるのだから。  

 

（Ｄ委員）  

  だからそれはそれを取り込みたいとか、その辺のここで書かれている
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よというものは全部いいきれないかもしれないけれども、そういう部分

が課題というのも書くのも条文といって書くのもいけないけれども、そ

ういうまちの特徴みたいなところでは、私は入れておいてもいいかなと

思うのですけれどもね。  

 

（Ｊ委員）  

  ただ、言わんとすることについての一定の理解は感じるのだけれども、

私、だから、さっき入れるところの表現というのは、また参加の機会と

して、参加したいという主体のところに入れるのではなくて、流山市で

は今こうしていますよというところの中に、そういうのであればわかる

のだけれども。条例の中にそういうことを明らかに入れましたという考

え方になってしまったら、じゃあどこにあるのという話になってしまう

から、そこはちょっと、それはあまり得策とは思えないですね。だから

あっさり流山市ではこうしていますよというところにそれを入れるなら

入れる。  

 

（Ｄ委員）  

  だからちょっと、そっちでもいいと思うのですよ。そういう特徴みた

いなものをやっぱり、だからこそ市民参加条例大事ですよということを、

そこを推定できるような、やっぱりここだと今のまちの特徴みたいなも

のがちょっと抜け落ちているような気がするのですよね、だから緑のま

ちづくりをはじめ様々な市民活動が行われています、というところにこ

ういうまちですよということを、入れてもいいのかなとは思いますね。

そこを意識していますよというところはちょっと入ってもいいかなと思

いますね。そしたら皆さんおっしゃるように上のほうにね。  

 

（Ｊ委員）  

  実際に時期的なものとしてね、平成２２年、２３年にこの条例を定め

たこの時代というのは、流山市というのは、こういうことをしていた時

代ですよということを歴史的にも残るではないですか。前文というのは、

そういう位置づけになるのではないかと思うですが。そのあとですとど

うしても、条文の中に入っているのということになってしまいますから。 
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（Ｄ委員）  

  たしかに。私がいったそこはちょっと。  

 

（Ｅ委員）  

  例えば、参加主体として子どもと高齢者と障害者のことが書いてある

けれども、この中に、もう１つ、子育て世代と、市民全員に渡ってとか、

全世帯に渡ってとか、そういうような書き方で、して、参加主体はいろ

んな各層の人たちが皆、こんなふうに意識されているよというふうにし

たら、それでいいのではないですか。  

 

（委員長）  

  わかりました。  

  今のご指摘で私のほうでちょっとここに２つの大きな特徴があります

ということで、市民参加を広くとらえているということと、それから参

加の機会としてのＰＤＣＡの前の課題発見も含みますという、その２つ

のことをここに出していますけれども、これについてちょっと皆さんの

御意見というか、これはこれでいいのか、さらに特徴として付け加える

ものがないかどうか。  

 

（Ｅ委員）  

  いいのではないですか。  

 

（Ｄ委員）  

  「含みます」という、課題発見段階も重要と考えています。とか参加

の機会というのは現実にそれは書き込んでいるわけですから、趣旨にも

書き込んでいるわけで、それはかなり特徴的だから、やっぱり含みます

よりもＰ以前の課題発見の段階への参加を重要と考えている、段階も重

要と考えていますとか、そんなような感じ、そういう言葉でするとそん

なふうにちょっと。  

 

（委員長）  
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  はい、わかりました。  

 

（Ｊ委員）  

  この前文のついての、このＰＤＣＡというか、非常にユニークなので

すよね。私今までこういう見たことがないのですけれども、非常に、あ

る年代層からは非常に抵抗があるのではないかという心配はあるのです

けれども、これだけきちんと、やっぱり重大な委員会としてのやっぱり

総意というか、この部分というのは、一定のこだわりを持つなら持った

という気持ちでぶつけたのではないかと思いますけれどもね。前文その

ものも、何と言いますか、ある意味監修を受けて変わってくる可能性が

あるのではないですか。私自身が若干やはり、ちょっとひっかかってい

ることは、本当なのですよ。どこかで言われないかなという気持ちがあ

るのですね。この企画、実施、評価、改善という言葉はすんなりくるの

だけれども、だけど、それがやっぱりそれだけではなんとなく変哲もな

い言葉だし、そこにあえてＰを入れたり、Ｃを入れたり、Ｄを入れたり、

Ａをというような。  

 

（Ｅ委員）  

  これは、反対にしてもいいですよね。企画を表に出して、括弧Ｐと、

実施を表に出して括弧Ｄ、と、そうしてもいいのではないですかね。そ

のほうが一般的かもわからないですね。今、ＰＤＣA 当たり前のように

言っているけれども、一部の家庭の主婦とかね。  

 

（Ｄ委員）  

  一部の家庭の主婦とは…。だからどうなのだろうなと思って今ちょっ

と伺っていたのですが。  

 

（Ｅ委員）  

  ＰとかＤのローマ字は括弧でくくると。  

 

（Ｄ委員）  

  それだったらわざわざ入れなくてもいいと思いますよ。反対に。そん
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なもの入れなくても企画、実施、評価、改善。  

 

（Ｅ委員）  

  それだったら、これだって入れなくてもいいことになるから。  

 

（Ｄ委員）  

  それは各団体で。  

 

（Ｅ委員）  

  万人向けだとすると、私はそっちのほうが万人向けだと思います。  

 

（Ｃ委員）  

  いまさらこんなこといってはあれなのですけれどもね、このまえちょ

っと夕暮れサロンで行政改革推進課長さんとお話したら、ＰＤＳか、Ｃ

なのですよね。だからＡまで入れてしまっていいのかなと。  

 

（Ｄ委員）  

  だってはっきりとこちらで実際行政の市民参加では、Ａまで全部入っ

ていますよ。だから、それは現状の流れをまたそこまでというなんか理

由を。だってそれは現状がそうですから。それは、実質はもちろん表に

出すと。  

 

（委員長）  

  では、今のご意見を考えて、前文を再度つくりかえて、次回皆さんに

お諮りしたいと思います。  

 

（Ｄ委員）  

  すみません、ちょっと、兼子さんに伺いたいのですが。前文はこれ、

前文も行政のほうで手を入れるのですか。それとも前文はそのままポン

とのってしまうのですか。  

 

（兼子コミュニティ課長）  
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  それは、今はちょっとわかりません。  

 

（Ｄ委員）  

自治基本条例のときは、条文そのものは全部変えましたけれども、前

文はもうそのままポンとのったので、かなりちょっと推敲しないといけ

ないかなという、本当にそのまま、一字一句たがわず、だから何回も何

回もすごくやったのですけれども、前文は。成り立ちが、委員会の成り

立ちが違うからどうかはわからないですけれども。  

 

（委員長）  

  では、前文はとりあえずここまでにして、総則以下に入りたいと思い

ます。何か。そこのところで。御意見ございませんか。  

 

（Ｄ委員）  

  参加のところですけれども、これさっき今いったように議会による政

策も、まだなんでのっていないのですか。これは古いのですか。  

 

（委員長）  

  これはまだ…  

 

（Ｄ委員）  

  あら、だしていなかったのですか。では、それならいいのですけれど

も。  

それでＰＤＣＡが出たのだけれども、それで課題発見というところが、

入っていないのですよ、これ。ＰＤＣＡは入っているのだけれども、課

題発見の段階から市または議会による政策の立案、実施及び評価の過程

においてというふうに、このほうが流れとしてはいいのだけれども。議

会の政策の課題発見から立案、実施、評価というそこが、入っていない

のですよ。課題発見を入れてほしいですね。  

 

（Ｃ委員）  

  改善は入れないのですか。  
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（Ｄ委員）  

  改善は入りますよ。入らないといけないですよ。  

 

（委員長）  

  では、これは、前文と同じにして。はい。  

それで、もちろんここの協働については、今日このあと先生とお話の

中で内容が、方向性が出てくると思いますから、それにあわせてこれは、

そういう予定です。  

  今日はどうしましょうか。それぞれの意見があれば、もうずっとペー

ジを追って、この形でやっていくか、それとも……  

 

（Ｄ委員）  

  くぎり、くぎりで先生からコメントいただいたほうがいいかと思いま

す。ここまでのくぎり、くぎりで。全部いってしまうと、また混乱して

しまうから。  

 

（Ｅ委員）  

  これで、だいたい固まってきたので、先生からコメントをいただいて。  

 

（Ｄ委員）  

  そうです。  

 

（委員長）  

  では、先生この前文と総則までの流れできていますが、ここまでのと

ころで先生のほうから何かアドバイス。  

 

（関谷先生）  

  はい。前文のところは最終的にどういうふうにまとめるのがいいのか、

ちょっとまだ私もイメージがわかない部分がありますので、何とも言い

難いところもあるのですけれども、ちょっと、いくつか、かいつまんで

申し上げると、例えば、「流山市は緑のまちづくりをはじめ様々な市民活
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動が行われています」という部分、これは流山市民以外から見ると、流

山市における市民活動の歴史は古いと、いう印象があるのですよね。そ

このところを、もっとアピールしていいのではないかなというふうに思

います。そういう意味では、「市民活動の歴史と蓄積を今後さらに活かし

ていく」とかですね。そういうふうにすると、外からみると、流山らし

いなというふうに見えるところもあると思いますので、その点がまず１

つということ。あとは近年、つくばエクスプレスの開通に伴って、まち

の変容をもう少し、変容がある中で、そのまちの変容ということをどう

いうふうに受けとめて、またこれからに繋いでいくのかという、そのこ

れまでのまちの需要と、それからこういう変容、これをまたこう未来へ

向けて、結び付けながら、これからもまたそのあらたなまちづくりとい

うものに臨んでいくのだという部分もあってもいいのかなと、これは自

治基本条例にもある程度書いてあるところですけれども、そういうまち

の変容というのは要するに、いろんな世代が入り込んできている、特に

若い世代が入ってきているということは、まちづくりや市民参加も今ま

でとは違う可能性が出てくるということが予想されるわけですから、そ

ういう意味では、まちづくりの変容、まちの変容というものをそれは新

しい可能性に結びつけて、これから繋いでいくのだという、そういう表

現があってもいいかなというふうには思います。  

また、「先進的な」は、私もいらないと思います。それは同感です。

それから、そのちょっと下の辺りで、「地域の課題を市民が行政に参加

し、協働し、考え、解決して、取り組んでいます。そこで、これをさら

に推進するために、ここに市民参加の原則を定め、流山市市民参加条例

を定めます。」ここをもう少し膨らませてもいいのではないかなと。要

するに、これまでの議論でもいろいろ議論を重ねてきたところであると

思いますけれども、やっぱりなぜ市民参加条例なのかということですね。

そこをやっぱり前文の部分でバーンとクリアに、読む側がわかるような

ものに、そういう表現がちょっと数行でもいいから入っているとわかり

やすいかなという印象を受けます。これはもういろんな意見出てきたと

思いますので、これをもう１回思い起こしながら、どういう言葉を入れ

るのがふさわしいのかというふうに思いますけれども、例えば私がよく

申し上げてきたことの１つは、当事者の声をというものも公共的な場で

 15



共有する、共有できる、そのためにはそういう当事者に参加してもらう

とかその声をいろいろな場で共有していくという、それを、その場とか

機会というものを開いていくのが、市民参加条例なわけですから、そう

いう意味ではいろんな声というものをとにかく拾い上げていく、それか

ら共有していくと。市民参加条例をつくる非常に大きな目的の１つなわ

けですね。そういう書き方をすれば、非常にわかりやすいところもある

かと思いますので、そういった表現もちょっと入れてもいいかなという

ふうに思いますし、それから協働というものにもし重きをおくとするな

らば、協働とか協議を通じたその自治とまちづくりというものを、広げ

ることも非常に大きな目的なのだと、そういうことも入れてもいいかも

しれませんし、市民の行政、市民の政治にするためにという、これはや

やちょっとありがちなパターンなのですけれども、そういうものもイメ

ージとしてはわかりやすいかなというのもありますし、あるいは、たぶ

んこれは認められないとは思いますけれども、代表者の自治ではなくて、

市民の自治だと、これだと市民参加ということが問われるようになって

いる、本当の本当なのですね。ただし、これをストレートにいってしま

うと、代表者たちから何なんだと反発がくるでしょうから、代表者の自

治だけでなく…とか、いうふうにいってもいいかもしれませんし、それ

はちょっとやや、ちょっと表現的にどうかなというところがあれば、別

にそれはいいのですけれども、ただ市民参加ということが問われていく

文脈の１つというのは、やっぱり代表者だけではやっぱりその市民の声

を拾いきれない、伝えきれない、議論しきれない、政策に結びつけられ

ないというところがあるわけで、それをもっと直接的に開いていくため

に参加ということが問われるようになったわけですから、その辺がなん

とかうまく入れられるといいのかなと。ですから、それは別に代表者が

ダメだという話ではなくて、代表者は代表者の役割がある、だけれども

それに解消されない直接的な声というものも検討し直していかなけれ

ばいけないし、その両方がうまく結びついて、始めて健全な自治という

話に繋がっていくのだということもちょっと入れてもいいかなという

ふうに思いました。それはちょっとまだどこまでまとめるべきかちょっ

と議論に委ねたいと思いますけれども、いずれにしましても、このなぜ

市民参加条例をつくるのかということが、端的にわかるポイントを、こ
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れとこれとこれというものをうまく表現できれば、実際は中を読めばわ

かるわけですけれども、前文は、ある程度シンボライズされるところも

ありますし、非常に重要な位置を占めるものだと思いますので、端的に

わかるような要素をうまく盛りこめられるかどうかということで、ちょ

っとこの辺は引き続きご検討いただければと思います。  

  あと先ほどのＰＤＣＡですけれども、これはここに入れるべきかどう

かは個人的にはややちょっと躊躇するところがあります。どういう意味

かといいますと、ＰＤＣＡがまわるのは行政サイクルとしては当たり前

なのですよね、ですからその当たり前の部分に市民参加抜の機会をつく

っていくということなわけですから、そのそれぞれの段階に市民が参加

していくのだということを、アピールするという趣旨で、たぶん盛り込

まれているとは思うのですけれども、ここだけクローズアップすると、

行政参加が非常に前面に出てくると思うのですよね。そうすると、前文

のバランスとしてどうかなという、行政参加は行政参加の非常に重要な

柱としてあるけれども、それ以外にも議会参加もあるわけですし、コミ

ュニティ参加もあるわけですから、トータルに考えたときにここだけな

ぜ特出しをするのか、特出しをするのであれば、その理由というものも

ある程度とわれてくるかと思いますので、どういう表現にするか、ある

いは入れるべきかどうかというのは、もうちょっと議論が必要かなとい

うふうに思います。ただ大事なのは、これはこれまで、この委員会でず

っと議論してきましたように、この企画以前の課題発見段階、ここから

市民は参加するのだとこれは非常に大きなポイントですから、この部分

を逆に前面に出して、ここで表現するということでもいいのかなという

ふうには思います。ここをクローズアップするということは、ほかの条

例を見てもあまりないですね。ですから逆に流山市の条例の特徴として、

このＰＤＣＡへの参加は無論だけれども、非常に重要な動きの１つとし

て、この課題発見、これももっと正確にいえば問題把握、それでその共

有、理解と共有、そして課題設定、そのあと企画、計画があるのですね。

だから、非常に厳密にいえば問題と課題はイコールではない、厳密にい

えば。ですからまたそれをどう表現するかですけれども、問題と課題を

発見、共有するというところへの参加、そういうことをなしうる市民参

加、これがこの条例ではかなり大きく開かれるのだということが、ここ
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で示されると、特徴あるものになるのかなというふうに思います。  

  あとは、その２つの実効性を、この実効性については、これは、担保

のほうが良いと思います。  

前文は以上で、あと総則のところは、定義ですけれども、やっぱりち

ょっと気になりましたのは、この参加の定義、これだと行政参加である

という意味での参加、限定された定義になると思いますので、参加の定

義は非常に難しいですけれども、公共的な事柄への関与というのが、一

番幅広い緩やかな定義ですね。もちろんそこの中に意見表明であるとか、

実際の行動、活動であるとかいうこともあって、さらに細分化していっ

て、その中に行政参加、議会参加、コミュニティ参加ということは出て

くるわけですから、逆にいうと参加という２文字の定義をここで加える

のがいいかどうかですね。というのが、ちょっとこのあと構成を考える

とき出てくるところかと思っています。  

 

（Ｃ委員）  

  この参加は、自治基本条例の参加をそのままもってきたのでしょう。  

 

（Ｄ委員）  

  そうすると先生、先ほどおっしゃったように公共的事柄への参加とし

ておいて、それで議会、行政、何とかの参加というものを書くとちょっ

とは。  

 

（関谷先生）  

  このあとの体系とも整合されますし。  

 

（Ｄ委員）  

  公共的な事柄への参加だけではよくわからないから、そこに具体的に

対象、主体、主体、対象を書いていくというようにすれば、そうすると。  

 

（Ｃ委員）  

  公共的な事柄になるとコミュニティではもうちょっとその前の段階か

ら書きましたよね。ちょっとコミュニティが少し。  
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（Ｄ委員）  

  でも、コミュニティは公共的な事柄では押さえきれないのですか。  

 

（Ｃ委員）  

  最初の書き方として、それが公共的につながるからという書き方をし

ましたので、だから公共的な事柄ではなくて、結果的には公共的になる

のですが。  

 

（Ｄ委員）  

  結果的には公共的な活動になるけれども、私的活動もあるので。  

 

（委員長）  

  ほかの御意見。  

 

（関谷先生）  

  この、「カ参加」を抜いたほうがすっきりするのではないですかね。  

 

（Ｊ委員）  

  かえってまぎらわしくなってしまいますよね。参加ということの定義

をいろいろあまりこじつけてしまうと、非常に。  

 

（Ｅ委員）  

  市民参加という言葉がいっぱい出てくるので、市民参加というものを

何か定義する必要はないのかな。漠然と参加でしょう。そうではなくて、

もっと上のほうにも、目的は市民参加による新しいまちづくりなのだと

いう、市民参加による市と行政の何とかだ、市民参加による何とかと、

これは、全部市民参加条例ですから。だから市民参加ということを定義

するのが一番最初なのではないかという気がするのですけれども。  

 

（Ｄ委員）  

  それは参加であろうが市民参加であろうが、ここは市民参加というこ
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とを参加で定義しているわけですよね。だからそれを入れるか、入れな

いか。  

 

（Ｅ委員）  

  だから市民参加として、それを定義すると。  

 

（Ｄ委員）  

  だからそれはさっきＪさんが難しくいわれたように、場面、場面でコ

ミュニティは公共的なことがらだけとは限らないよというふうに、私的

活動も入ったときに、こうした活動が皆となってしまうから、そうする

ともうやめたほうがいいのかな。それぞれの場面で参加をみていくとい

うふうに、それは参加条例の趣旨ですから。  

 

（Ｅ委員）  

  ある程度その定義しないで一般的な市民参加という概念でいってしま

いますか。  

 

（Ｄ委員）  

  だからそこはもう定義しないで、それぞれが書いてあるのですが、協

働もあるし、あれにもあるからそこで参加というものをとらえていくと

いうことにしているから、いいというふうな形にするのもありなのです

か。でも、１番重要なキーワードなのに、書いてないけれどもいいのだ

ろうかという気はするのですけれども。  

 

（関谷先生）  

  一般的には市民参加を定義づけている条例はそれなりにあるというこ

とですね。その場合は、だいたい一般的な市民参加しか想定されていな

いので、一般的だというのは、だいたい行政参加が多いのですね。です

から、今回われわれがここで考えていることというのは、非常に幅広い

ものですから、従来イメージされているような市民参加の定義だととて

もではないけどおさまりきらないので。  

 

 20



（Ｅ委員）  

  ですから、私がいうのは、この市民参加として一般論ではなくて、流

山のわれわれが独自にやってきた思いとかそういうものを入れて、実際

にこれを、掲げている、行政への参加、議会への参加、コミュニティへ

の参加とあるわけですから、そういうものも包含したような言い回しを

入れて、流山市、ちょっとこれ変わっているなと、それぐらいきちんと

表現するべきではないかなと、理解してもらうべきではないかと思いま

すね。  

 

（Ｃ委員）  

  これ前文で参加の対象だとして、行政とかいろいろ並べていますよね。

これをこっちに、流山市の市民参加がいわゆる行政参加だけではなくて、

議会参加もコミュニティ参加も幅広くとらえている市民参加ですよとい

うのを、これが定義ではないのかな。  

 

（関谷先生）  

  いいと思います。  

 

（Ｄ委員）  

  では、そこでおさえておきましょう。対象だけを。  

 

（Ｅ委員）  

  前段で説明してしまえば、そしたらあらためて定義することはない。

そのほうがいいですね。そのほうが前文にふさわしいと思います。  

 

（Ｃ委員）  

  では、ここでは市民参加は入れない。  

 

（Ｄ委員）  

  入れないです。ここで入っているからもうそれでよしと。  

 

（Ｃ委員）  
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  流山の市民参加はこれで考えてもらうと、前文で。  

 

（Ｅ委員）  

  そのあと４つくらいありますからね。  

 

（委員長）  

  では、参加はここでは触れないということで、ここでは定義等はあれ

しますから、協働について前回……  

 

（Ｃ委員）  

  ちょっとすみません。コミュニティの定義はこれでいいのですか。こ

れでいいのかなと思って私、地域のコミュニティだから地域社会と入れ

るのがどうなのかなと思いまして。  

 

（Ｄ委員）  

  コミュニティだけでいいのですか。地域コミュニティではなくて。  

 

（Ｃ委員）  

  地域のコミュニティにしましたよね。  

 

（Ｄ委員）  

  地域のコミュニティ。  

 

（Ｃ委員）  

  地域のコミュニティにしたので、コミュニティはいるのだけれども、

地域社会じゃなくて、近隣社会くらいにしておいてもらったほうがいい

のかなと。  

 

（Ｄ委員）  

  地域社会でもいいのではないですか。近隣社会といったら、ものすご

く…コミュニティがちょっと広がりすぎではないですか。  

 

 22



（Ｃ委員）  

  地域の地域社会といわれるとちょっと何か変なのではないかと思いま

して。  

 

（Ｅ委員）  

  コミュニティって、こういうようなのかな。  

 

（Ｄ委員）  

  ここでは、そういうふうに定義したのでしょう。  

 

（Ｃ委員）  

  自治会は共通の目的だけになりますかね。  

 

（Ｄ委員）  

  違いますよ。ごめんなさいね。この共通の目的のためにというのは、

地域社会にも、共同体にも全部かかるのですか。かかるのですか。かか

るのであればちょっと問題だと思うのですよね。  

 

（Ｊ委員）  

  うん？かかるのですか。  

 

（Ｃ委員）  

  私が定義したのではないですよ。そういうふうに解釈したのです。  

 

（Ｊ委員）  

これは１番最初のＮＰＯのことなのではないですか。  

 

（Ｃ委員）  

  だから共通の目的というのはＮＰＯかなと私も考えて、だからその自

治会とはといったら、共同体意識とか。あとで別に直そうかなと思いま

して。  
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（Ｊ委員）  

  ここに書いてある、３つに分かれているわけでしょう。  

 

（Ｄ委員）  

  かからないですよ、それは。  

 

（Ｊ委員）  

  最初はＮＰＯでもって、その次が自治会でもってあとは共同体といっ

たら自治会とかありますけれども、そういうふうに考えて解釈したので

すけれども。  

 

（Ｃ委員）  

  では、地域社会は別個ということですか。  

 

（Ｄ委員）  

  これは、かからないでしょう。これを書いたＢさん、これは共通の目

的というのは。  

 

（委員長）  

  私は全部かかりますよ。私のコミュニティの原点はいわゆる自治会で

いう班レベルのことから含んでいますから。  

 

（Ｄ委員）  

  では、それはここで定義したいのは共通の目的というのが、全ての部

分にかかるのですか。  

 

（委員長）  

  全てにかかるとして考えております。  

 

（Ｃ委員）  

  私は、ちょっとそれは違うかなと思うのですけれども。  
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（Ｄ委員）  

  ちょっと違うかなと思いますよね、それは。  

 

（Ｃ委員）  

  目的というと、どっちかというとＮＰＯ的なイメージだと、私は思い

ますので。  

 

（Ｊ委員）  

  単純にそういうの、共通目的というとＮＰＯということですよね。  

 

（Ｄ委員）  

  自治会だって目的は出すけれども、自治会にそんなに明確な目的がな

くても、地域の交流なり、なんだかんだはあるのですけれども、そんな

に目的意識で、毎日せっせと自治会に所属しているわけではないので、

地縁的な感じか何かなので、人々の集団で終わって、地域社会というの

であるならば、では、Ｃさんはどういうふうに。  

 

（Ｃ委員）  

  私がちょっと考えていたのは、市民等によると書いてあるのですよね。

市民等により共通の目的のためまたは共同体意識から主体的につくられ

た多様な繋がりで、多種な活動の場をもつ集団、近隣社会。  

 

（Ｄ委員）  

  何かよくわからなかったです。  

 

（Ｃ委員）  

  いろいろなことを入れてしまいましたから。  

 

（Ｄ委員）  

  ちょっとわかりづらいですね。  

 

（Ｊ委員）  
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  コミュニティに近隣社会というのは…  

 

（Ｃ委員）  

先生のお言葉を、最初は、「主体と場がおりなす多様な空間」をと思

ったのですけれども、Ｂさんがこういうふうに書いたから、ちょっとそ

ういうふうにではなくて。  

 

（Ｄ委員）  

  ちょっとわからないです。これではいけないのですか。私は共通目的

というのがかからないと捉えて、それぞれ別の集団みたいに書いて、そ

れでいけないのかなと思うのですが。全部にかかるのはおかしいのです

けれども……  

 

（Ｃ委員）  

  自治会が本当に共通の目的を持っているのかな。  

 

（Ｄ委員）  

  違いますよ。だから下のほうは地域社会というのは自治会みたいので

あって、とらえたのですけれどもね。順番は別として上は市民活動団体

みたいなのとかそんなのなのかなと思って。  

 

（Ｃ委員）  

  地域社会というと自治会とはもうちょっと違う意味ですね。  

 

（Ｄ委員）  

  それでは、自治会はどこへいくのですか。  

 

（Ｃ委員）  

  だから本当は集団に入るのだけど。  

 

（Ｊ委員）  

  それはいろいろな人の解釈の問題ですよ。だから特定の人にしか開か
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れていないことで判断しないほうがいいのではないですか。一般的には

あれですよね、自治会というのはやっぱり地域社会だというふうに皆思

っていますよね。  

 

（Ｄ委員）  

  地域社会ですよね。基本的に。  

 

（Ｊ委員）  

  だからここのコミュニティというところで、最初に地域社会とか共同

体と書いて、そして、３つ目にそれをかけば、そうすると、素直に自治

会とか、あるいは社協とか教育委員も含めて、その次にＮＰＯとか市民

活動団体とかになりますよね。  

 

（Ｄ委員）  

  順番はそのほうがいいと思います。  

 

（Ｃ委員）  

  そうなるとちょっと先生の定義とは。先生の定義の考え方とは違いま

すね。  

 

（関谷先生）  

  コミュニティというのは、そういう自治会とか、ＮＰＯとか、そうい

う主体に関連されるものではないということが私の考えですね。ですか

ら主体と場と両方があって、コミュニティを成しているというふうに一

貫して説明を申し上げているのですけれども、その場合の場というのは

支援としての場かもしれないし、この地域の持っている歴史としての場

かもしれないし、いろんな場所性なのですね。だから主体とその場所性

というものの両方がいろんな形で組み合わさって、成り立つものという

のがコミュニティの基本的なイメージで、そこにどういうウエイトをお

くかによって、自治会がうまれてきたり、ＮＰＯがうまれてきたり、ほ

かのものがうまれてきたりということもするでしょうから、何か、定義

というのはあまり特定化するのではなくて、いろんなものを包摂しうる
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ような形にしておいたほうがいいと思います。  

 

（Ｅ委員）  

  それで細かくいうと、これでいいのかなという疑問は、集団というこ

となのですよ。私は集団を含む地域社会とか、そういう言葉なら理解で

きるのですが、集団はコミュニティではないと思うのです。そういうふ

うに思ったのでちょっとおかしいなと、ちょっと…。  

 

（Ｊ委員）  

  それが、今先生がそういうふうにおっしゃったから、いわれたから、

それはわれわれもスッと入っていくのですよ。ただ、では、その場とい

ったって、人々が最初に思う言葉というのは、やはり具体的にイメージ

するものがなかったら、おっしゃるような場というものは出てこないで

すよ。何もないところに、場というものは考えられませんよ。だから、

やはりそれは、自治会なり、そういったそれから集団であるというとこ

ろから、そこから、それは先生のやりとりは場なのですよと、場という

考え方が、それはコミュニティなのですよという、それはきちんと理論

づけできますよね、それをやれば私もすんなり入るのですよ。そういう

ふうに出てくるのではないと。  

 

（Ｅ委員）  

  そうですね。そういうことを含むのが地域社会だと。  

 

（Ｃ委員）  

  私は自治会もコミュニティだし、それを構成していろんな大きくぐに

ゃぐにゃとなっているというところもコミュニティだと。  

 

（Ｅ委員）  

  それを含む地域社会なのです。  

 

（Ｊ委員）  

  断定できるものではないのですよ。  
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（Ｄ委員）  

  それだとわかります。ただここが自治会だとそういうふうにここでコ

ロコロコロとしたのがコミュニティというよりも、それはわかります。

そうするとやっぱり定義を書き直さないといかないのかな。だからこう

いう多様な、では、こういう多様な集団や社会が織り成す、織り成すと

いうか、多様に構成する地域社会とか。社会そのものは形がないのだか

ら社会でいいのではないですか。  

 

（Ｊ委員）  

  場でもいいのですよ。最終的にそういうことの場ですよという言葉を

使うのはいいのですよ。ただ、そこに至るまでのプロセスというか、皆

が考えている、その受け止める時の考え方の中に、大事なことが明記さ

れないようなことだったら困るなと。  

 

（Ｄ委員）  

  すごくとらえにくいですよね。  

 

（Ｃ委員）  

  だから宇宙を考えたほうがいいですね。小宇宙があって大きな宇宙が

あるわけではないですか。  

 

（Ｊ委員）  

  参加条例という条例をつくるのだから、もっとわかりやすくしなけれ

ばいけない。  

 

（Ｄ委員）  

  それでたぶん私たちは、なんとかかんとか先生のお考えが理解できる

けれども、これがいきなり地域の何かこう多様な主体とかなんとかいわ

れてもよくとらえられない、というかそういうもので構成されている柔

軟な地域社会とか、柔軟というのもよくわからないかもしれないけれど

も、そういう地域社会というふうにやってしまったほうがいいかもしれ
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ないですね。何々を含む地域社会というように広い……  

 

（Ｅ委員）  

  そのほうが、イメージがわきやすいですよね。  

 

（Ｄ委員）  

  イメージわきやすいですよね。  

 

（Ｅ委員）  

  そんな感じでいいのではないですか。  

 

（Ｄ委員）  

  自治会も入っているし、市民団体も入っているしというふうにそのぐ

らいのレベルに、ちょっと落としてもらわないとわからないです。  

 

（Ｊ委員）  

  それでなくたってコミュニティというものは、いろんな解釈をされる

のですよね。せっかく。  

 

（Ｄ委員）  

  自治基本条例でかなり問題になったのですよね。自治会が入っていな

いから自治会を入れてしまったのですよね。  

 

（Ｊ委員）  

  失礼な言い方だけれども、例えばうちの老人会がある、コミュニティ

といったって皆さんわからないですよね。やっぱり具体的に噛み砕いて

話してあげないと、そのときどういう場を今先生のお言葉がいうのはど

ういう場ですよということをいわないと、そういうことかとならないの

ですよね。  

 

（Ｄ委員）  

  やっぱり自分の経験とか価値観とか、そこから生み出していかないと、
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いきなりではわからないから。それにだいたい自治会という既存の団体

がいっぱいあるわけですから、その辺を含めて表現していったほうがい

いのかなと思いますね。  

 

（Ｅ委員）  

  Ｂさんにその辺はお聞きして。  

 

（委員長）  

  今皆さんにお返しして，こう書いたらいいですよということをやろう

と思っていたのですが。  

 

（Ｃ委員）  

  先生の定義は、空間というところが、ちょっとわかりにくいなと、あ

そこがね。  

 

（委員長）  

  ある意味、私だけかもわかりませんけれども、それこそ、家族もコミ

ュニティだと思っているのですね。それで、もっと活発にやらなくては

いけないのは、書いてはいないですけれども、自治会レベルのいわゆる

班単位のものを、一番強くイメージしていると。ですからそこが、ズレ

があるのだなと。  

 

（Ｄ委員）  

  それで、そうすると、はっきりいえば共通の目的のためにというのは

いらないのかなと私は思いますけれどもね。定義として。結果それが共

通の目的になるかもしれないけれども、こういうふうな円が重なりあっ

て、こういろんな集団とかいろんなものを重なり合って、それで、ワー

ッと広がっていくのが。  

 

（兼子コミュニティ課長）  

  ちょっといいですか。ちょっと先生にお聞きしたいのですよ。今議論

されているコミュニティのことで、自治基本条例と今の定義の話がある
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のですけれども、これはあんまり違うというのも、市民の側が、また余

計にわからなくなってしまう。今、第６条、基本条例の第６条に謳われ

ている文言があるのですけれども、その文言一応整合してつくらないと、

市民が基本条例のときはこれで、市民参加条例のときはこれでと、それ

の整合というのは。その辺はやっぱり基本条例を踏まえながら…。  

 

（関谷先生）  

  本当はそうなのです。基本条例の定義は、確か主体が列挙されていた

だけでしたね。  

 

（Ｄ委員）  

  自治会とか、そのＮＰＯとかそういうのを含むということで、そうい

う社会になってくれば。  

 

（Ｃ委員）  

  私の最初の定義は、主体の中に地域コミュニティを入れたのです。  

 

（Ｄ委員）  

  それがわからなかったのです。  

 

（Ｃ委員）  

  主体だから地域コミュニティなども主体という言い方をして、結びつ

けていく。  

 

（Ｄ委員）  

  ちょっとわからないし。  

 

（Ｅ委員）  

  自治会、ＮＰＯ……  

 

（Ｄ委員）  

  自治会、ＮＰＯ、いろいろありますね。ＰＴＡとか子ども会とかいろ
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いろありますね。そういうものなども含む地域社会を、コミュニティと。  

 

（委員長）  

  地域コミュニティということで、地域をやっぱり地域コミュニティと

コミュニティというのは、これはやっぱり違うものですから。  

 

（Ｅ委員）  

  そんなに、皆難しく考えないのではないの。地域コミュニティもコミ

ュニティも。そこまでしなくて、私はいいと思いますけれどもね。  

 

（委員長）  

  逆にいうとこれはもう地域コミュニティということで自治基本条例に

準ずるということであれば、これは一番すっきりする。  

 

（Ｅ委員）  

  それはもう基本条例でいってることでいいのではないですか。  

 

（Ｄ委員）  

  なんて書いてありますか。  

 

（Ｅ委員）  

  地域コミュニティ、これは市民ならびに市内で働く者及び就学するも

のは自治会、ＮＰＯ、ボランティア団体等の多様な集団、以下市民コミ

ュニティと。  

 

（Ｃ委員）  

  自治会やＮＰＯといった集団が地域コミュニティといっているのです

ね。だから、主体なのですよ。  

 

（関谷先生）  

  集団なのですね。  
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（Ｄ委員）  

  集団というところがちょっと。  

 

（Ｅ委員）  

  多様な集団。自治会、ＮＰＯ、ボランティア団体等の多様な集団。  

を含む地域社会、でいいのではないですか。  

 

（Ｊ委員）  

  そうしたら結局先生とのあえて理解、解釈の違いでいけば、今いった

のは地域コミュニティでしょう。先生がおっしゃっていたのはだから、

コミュニティですよね。  

 

（Ｄ委員）  

  では、集団ではないというものも含んでいるのですよね。集団だけで

はないと。  

 

（Ｅ委員）  

  こういう集団は織り成す縦横で織り成すそういう社会的な活動ですよ

ね。そういう場が地域コミュニティですね。  

 

（Ｄ委員）  

  だから含む地域社会ですから、集団というのを抜かせばいいのではな

いですか。  

 

（Ｊ委員）  

  だから、自治基本条例……  

 

（Ｅ委員）  

  などの多様な集団、何々などの、多様な集団。  

 

（Ｊ委員）  

  流山市の基本条例に合わせたままでいいではないですか。地域コミュ
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ニティにしても。  

 

（Ｅ委員）  

  集団が織り成す地域活動、地域社会。  

 

（Ｃ委員）  

  地域社会にするとちょっと違う。  

 

（Ｄ委員）  

  こっちの中身と違ってくるのですか。参加条例の中身と。忘れていた

らそれは困るわけで。  

 

（Ｃ委員）  

  それで、この前は、地域のコミュニティ。  

 

（Ｊ委員）  

  地域コミュニティにしているわけでしょう。  

 

（Ｃ委員）  

  違います。地域のコミュニティ。  

 

（Ｄ委員）  

  だからあえて別に違うよという意味を含めて。  

 

（Ｃ委員）  

  先生の定義に準拠しているから。  

 

（Ｄ委員）  

  だから地域コミュニティに「の」を入れて。  

 

（Ｊ委員）  

  「の」を入れて。  
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（Ｄ委員）  

  あえて違うよと。違わせようとしているわけだから。  

 

（Ｊ委員）  

  かなりマニアックですね。  

 

（Ｃ委員）  

  だから整合性を取るために、その地域コミュニティは主体の１つです

よという言い方をしなければならない。  

 

（委員長）  

  Ｃさん、これ地域のコミュニティとこの文章の中に、単にコミュニテ

ィという両方を使っているわけですけれども。  

 

（Ｃ委員）  

  それは直さなくては。  

 

（委員長）  

  この１３ページに地域のコミュニティの参加とあるのですけれども、

そこの文章の中にあるコミュニティということであれなのですね。もし

これが同じ意味だったら、地域のコミュニティというのをどこかに以下

コミュニティというというような整理の仕方をしないと。  

 

（Ｃ委員）  

  どこか抜けていますね。下の基本原則には地域のコミュニティと書い

てあるけれども。  

 

（Ｄ委員）  

  それはちょっとあとにしていただいて。  

 

（委員長）  
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  基本は自治基本条例で地域コミュニティということで、私なんかはコ

ミュニティという、もっと広いあれではなくて、ここでは地域コミュニ

ティということで統一するということであれば、そういう言葉しか使わ

ないということであればその定義の仕方で。というふうに思いますけれ

ども。  

 

（Ｃ委員）  

  そうするともう１回見直さなくてはいけないですね。  

 

（Ｊ委員）  

  これは例えばこの条例によって、訴訟問題も起きてくるのであれば、

定義の問題とかそういう非常に微妙な部分も出てくると思うのですがね。

正直な話、ここは５番でもって、地域のコミュニティということのため

に、最初に冠をつけて、あとの中の全部コミュニティとしたらどうです

か。１つ１つにいちいち地域のコミュニティと、地域をいれるのもわず

らわしいからという話で。ここでいっているのはあくまでも地域のコミ

ュニティですよということで、コミュニティそのものについては、先生

からわれわれが受けたコミュニティということで理解をしていると。だ

けど実際にそのことを中身で本当に定義の中だけでもって、皆に浸透さ

せるのかとなると、やはり、地域のコミュニティという言い方の中で、

さっきやった自治基本条例の内容をそのままおいたのではだめだという

ふうにおっしゃっているわけでしょう。Ｃさんは。違うということでし

ょう。  

 

（Ｃ委員）  

  定義の使い方が、要するに先生の定義に準拠しているから、地域コミ

ュニティといってしまうと、自治基本条例の集団だけというふうになっ

てしまうから、その矛盾を解消するためにあえてコミュニティにしたと

いうのが最初の考え方です。地域コミュニティの定義を変えてもいいと

いうのであれば、別に。  

 

（Ｄ委員）  
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  ここでだからどういう表現をするか、中身は変えるわけにはいかない

から、だからそうするとあっちとこっちと整合性をもたせるためには、

どうしたらいいのでしょうか。  

 

（Ｃ委員）  

  だから前書いたのは、主体の中に地域コミュニティを入れれば、繋が

りがでてくるかなという。  

 

（Ｄ委員）  

  コミュニティと、コミュニティといってかいておいて、この中にいろ

いろな地域コミュニティの、  

 

（Ｃ委員）  

  地域コミュニティも入っていますよということですね。  

 

（Ｄ委員）  

だから地域社会というのは地域コミュニティの大きなもの…それと

はまた別ですか。  

 

（Ｃ委員）  

  もともとは先生は主体と場が織り成すという考えで定義をつくったの

ですよ。だからその主体の中に地域コミュニティがありますよという。  

 

（Ｄ委員）  

  では、地域社会とはまた別なのですね。  

 

（Ｃ委員）  

  私の定義では地域社会は入れていませんでした。  

 

（Ｄ委員）  

  入れてなかった。地域社会という代わりに地域コミュニティ、代わり

というのではないけれども、その概念ではなくて、その地域コミュニテ
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ィという概念も入れたわけですか。  

 

（Ｃ委員）  

  違います。だから主体と場という２つのキーワードがあるから、そう

すると地域コミュニティはどっちかというと集団に入っているわけでし

ょう。  

 

（Ｄ委員）  

  だから主体のために主体がその集団であったり、個人であったり、そ

れはもういろいろだということですね。それで場というのもそのときそ

のときで変わるわけですね。  

 

（Ｃ委員）  

  そのとらえ方も……  

 

（関谷先生）  

  もちろんそういうこともあるのですけれども、なぜ、私がこう申し上

げるのかといいますと、主体という意味だけでコミュニティをとらえて

しまうと、主体だけがぶつ切りになってしまって、結局本当の意味での

連携というものが出てこなくなってしまうのですよという話なのです。

自治会は自治会、ＮＰＯはＮＰＯ、ボランティアはボランティア、だか

ら、私はこのコミュニティを主体だけで定義するのは、嫌なのですよ。

結局その連携という部分が、全然その意味合いとして組み込まれなくな

るのですね。ただ場というのは、それぞれの主体の成り立ちから価値観

から経験から手法から違うけれども、でもその場として共有するもの、

その場といったって、歴史的な意味での場もあれば、まさに今この生活

空間を共有しているという意味での場でもあれば、いろんなものが共有

して、それぞれの文脈でいろんな連携がその中で生まれてくると。これ

は未知数ですけれども、そういう繋がりというものも実はコミュニティ

の中には、非常に大きな意味としてあるというのが私の意見です。  

 

（Ｄ委員）  
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  でも、それがここで私よくわからないのですけれども。  

 

（Ｊ委員）  

  その言葉だけでの意味でいけばね。これは理解できるのですよ。だか

ら要するに主体と場というものについて、それはコミュニティなのだと

いう、そこは理解できるのですよ。今度は逆に、条例の中にあるコミュ

ニティというものが、では、それは主体と場ですよといったときに、で

は噛み砕いて、それはどう表現するのですかとそこのところがきちんと

おさえきれないと、この条例そのもののここのところで、皆戸惑ってし

まうのですよね。  

 

（Ｄ委員）  

  この５番の地域のコミュニティの市民参加といったときに、そこが全

然よくとらえられないのですよ。今おっしゃった意味はわかったのだけ

れども、それでそういうふうに集団とこれとのの垣根を越えてこういう

コミュニティというものを、言葉で接したいとかではなくて、この条文

の中というか、その中にちょっと、何かよく…。  

 

（Ｃ委員）  

  入れていますけれどもね。協議会レベルとかそういうところには、場

をつくりましょうという書き方をしています。  

 

（Ｄ委員）  

  地域まちづくり協議会ですか。そしたらそれはまた１つ集団という形

の言い方になってしまいますよね。  

 

（Ｃ委員）  

  集団ととらえてしまうのですか、それを。  

 

（Ｄ委員）  

  それを、では、場づくりとするわけですね。そういうふうな形の、つ

まり。  
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（Ｊ委員）  

  それは違うと思います。今の先生の話聞いていると、場というのはや

っぱり連携という言葉のイメージでいっているのであって、だからあく

までも協議会そのものだってそれは主体ですよ。これはっきりいって。

主体ですよ、逆にいえば。だけどそれが主体であって逆にその中で行わ

れていること自体が場なのだということであって、そこで協議すること

がなければ、その協議する行為があってはじめて場だということを、今

の先生の定義でいけば私はそう理解できるのですよ。  

 

（Ｅ委員）  

  私も似ているのだけれども、そういういろんな主体がいろんな集団に、

主体が織り成す行動と主体と行動で、成り立っているのがコミュニティ、

両方ですよ。だって主体だけでは何の意味があるのか、主体が行動して、

何か行動して、その中から連携とか何とかが生まれてくるのであって、

それを合わせたものが地域社会であり、日本語では地域社会であり、英

語をいれれば地域コミュニティと。そのくらいざっくりでいいのではな

いですか。  

 

（Ｊ委員）  

  あまりそこのところをマニアックでなくてもいいのではないですか。  

 

（Ｅ委員）  

  一般の人が見て地域をはずしても、何かよくわからないと思いますよ。 

 

（Ｊ委員）  

  １番失礼な言い方かもしれませんが、先生に対しては。われわれがこ

こで使いたい手法というのは、やっぱり自治基本条例にあるその定義と

合わせていって、それでこの条例そのものを実際に皆さんで共有すると

いうことについては、そういう定義で共有してほしいなという気持ちが

あるのですね。それはだけど、学問的にはおかしな定義になってしまい

そうなので。  
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（関谷先生）  

  学問的なこだわりの部分は個人的にあるのですけれども、それ以外に

一般市民に対して、おっしゃるような形で表現したほうがむしろいいと

思うし、ただもう１つ気になるのは、行政が市民をどう見るか、どうい

う事業を組み立てるか、どういう補助金を考えるか、ということを想定

したときに、これはもう自治会しか想定していないのですね。そういう

事例というのはいっぱいあるわけですよ。だから、自治会というよりも

特定の集団しか想定していないということですね。そういうふうになら

ないように、行政が想定しているものももっと開いていくような意味合

いで理解できるようなものにしておくといいのではないかという狙いの

意味です。  

 

（Ｊ委員）  

  そこはわかります。  

 

（Ｅ委員）  

  それは、いろいろな例をあげて自治基本条例のほうで定義しているわ

けですから、それはそこで、大きなところで定義されているから、もう

ちょっと噛み砕いた言い方でいいのではないかと思うのですよね。  

 

（Ｄ委員）  

  わかります。そうすると集団とか地域住民が連携してつくり出す社会

みたいなそういう形ぐらいで、その連携してつくり出すというふうな形

の社会にしていく、地域社会くらいにしたらどうなのでしょう。  

 

（Ｊ委員）  

  先生のご心配されている部分というのは、市民が、今そういうことを

言えば、この条例をつくったがために、これによって、例えば市民が行

政に対して補助金の出し方についてはあまりにも偏っていておかしいで

はないかという訴訟問題をするときに、行政の回答が何をいっているの

ですか、この条例の定義はこうでございますよというので、つっぱねら
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れる恐れがありますよという話に、私は聞こえたのですが、それはその

通りですよね。だけどそこまで行政はやるかなという気持ちは。だから

どちらかというとかなり屁理屈になってしまうかなと思ったから、もう

少しやっぱりわれわれが私の気持ちとしては、一般市民がわかりやすい

定義でここは通過できませんかという。  

 

（関谷先生）  

  それは、おっしゃる通りです。  

 

（Ｄ委員）  

  それで具体的にとして私は今申し上げたのは、つまり人々のＮＰＯや

自治会やそのいろんな共同体や集団や地域住民が連携してつくる地域社

会みたいな形でしょう。それぐらいでいいのではないですか。  

 

（委員長）  

  私がついていっていないのですが、先生に確認したいのですが。今の

表現だと集団であれ、自治会であれ、なんであれその単一なものの理解

で終わってしまうと。そこで連携することによって新しい場というもの

ですか、それもそのコミュニティというふうなその広がりをもつ定義づ

けが必要であるということですか。  

 

（関谷先生）  

  はい。  

 

（Ｅ委員）  

  ＮＰＯもその中に入っているのですね。  

 

（Ｄ委員）  

  だからそれは集団だけではなくて、その地域住民もという言葉を入れ

て連携して、そのつくり出す地域社会。  

 

（Ｃ委員）  
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  ネットワークになっているような、複雑な社会というイメージが私は。 

 

（Ｅ委員）  

  だからいろんな多様な活動なのです。  

 

（Ｄ委員）  

  だからそこをつくりだしていく、アメーバみたいな存在みたいな。  

 

（委員長）  

  単一もそうなのです。  

 

（Ｄ委員）  

そこはＢさんのコメントではそうでも、ここの中でのコミュニティは、

今は、そうではないではないですか。  

 

（委員長）  

  いえいえ、そうではなくて、単一もコミュニティだということでした

よね。実際、単一もコミュニティ、そして、それの連携もコミュニティ。  

 

（関谷先生）  

  単一のイメージではないのですよね。単一はあくまでも主体です。そ

の主体をコミュニティとイコールにしてしまうのはどうかということで

すね。  

 

（Ｄ委員）  

  そこがすごく問題視されたのですよ。  

 

（Ｃ委員）  

  それでさっきの自治基本条例の地域コミュニティとの連携は、私が考

えているように主体の中に地域コミュニティがあるという考えでいいで

すか。恐らく兼子さんの心配しているのは自治基本条例の地域コミュニ

ティの定義とこっちのコミュニティの定義がどう繋がるのですかという。 
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（Ｅ委員）  

  こっちは集団で切っているのですね。集団以下コミュニティ、コミュ

ニティとあるのですよ。主体だけをあげている。  

 

（Ｃ委員）  

  主体の中に地域コミュニティが入るということで、ここのこの場をお

さめておいてよろしいですか。  

 

（関谷先生）  

  いいと思います。  

 

（Ｄ委員）  

  それは絶対今わかりました。それはオッケーです。できると思います。

集団の中にそういう地域コミュニティも入るよということで、それでそ

ういう説明だから大丈夫です。Ｂさん、書いてください。  

 

（委員長）  

  ちょっと、私は自治会もコミュニティだと思っているのですよ。それ

を主体であってコミュニティではないということになると、ちょっと。

だからそれは、一般の人たちがどう思っているかというと、コミュニテ

ィというと自治会がでてくるわけですよ。ここでもう。  

 

（Ｅ委員）  

  自治会やＮＰＯやＰＴＡや地区社協やなんかが織り成す、そういった

地域住民が織り成す連携とか活動なのですよ。  

 

（Ｃ委員）  

  ちょっと待ってください。自治会とかあれは地域コミュニティという

コミュニティと理解すればいいのではないですか。  

 

（Ｅ委員）  
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  私たちが使うのは、自治会の話をする時は、コミュニティなんて言わ

ない。自治会でいい。何とか自治会、何とか自治会、何とか自治会で、

何とかコミュニティなんて言わないですから。それは大丈夫ですよ。  

 

（委員長）  

  Ｇさん。  

 

（Ｄ委員）  

  だって今までずっと議論してきたわけではないですか。もっとコミュ

ニティ部会でそのことを。  

 

（Ｃ委員）  

  こちらで考えていたのはＢさんおっしゃるように、自治会とか１つの

さっきの小宇宙論、大宇宙論と同じようにコミュニティですよ。  

 

（Ｊ委員）  

  だからＢさんが言われているのは、自治会はコミュニティというので

いいですよ。だけど今先生がいわれているように、本当のコミュニティ

ということは、そこで主体だけにしてはだめだと、自治会も１つの、そ

こだけにしてはだめですよということをいわれているわけですから、別

に間違っているという話ではないのですよ。今ここでわれわれがつくろ

うとしているのはあくまでもコミュニティの解釈で。  

 

（Ｃ委員）  

  自治会をコミュニティとして考えて、その主体は各会員ですよという

考えも成り立つと思うのですけれども。  

 

（Ｊ委員）  

  それはちょっとこじつけになってしまいますね。Ｃさんの話はあまり

にも掘り下げすぎですよ。わかりますけれどもね。ただこの場でもって、

そういうふうに方向すすんでいってしまうと、外に出すときに、皆がわ

からない話になってしまうから。それは、どこかでブレーキかけましょ
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うよ。  

 

（委員長）  

  だから、私も一番怖いのは、外に出したときに、やっぱり今まで皆が

思っているコミュニティとやっぱり違うというのですかね。  

 

（Ｅ委員）  

  だから今のＪさんの案であれば自治会、ＮＰＯ、地域の地区社協でし

ょう。ＰＴＡとか。地域消防団とか。例えばそういうふうにいうかは別

として、そういうものも織り成す、それも地域住民が織り成す、連携し

て織り成す集団とかの総称をコミュニティという。  

 

（Ｊ委員）  

  だからいいのです、入っているのですからちゃんと。  

 

（委員長）  

  私がいっていたのはコミュニケーションとかコのつく言葉はいろいろ

ありますけれども、基本的にその人と人というのですか、人が集まると

ころが、集まっているところがコミュニティだというふうに私は思い込

んでいたのですけれども。これは主体の集まりというふうに、先生もお

っしゃったので、だからさっき私の申す班レベルのことをコミュニティ

だと、まさにそうなのですね。  

 

（Ｅ委員）  

  それは、言葉のあやであって、人が集まっただけの集団もあるのです

よ。  

 

（Ｊ委員）  

  だからだんだんそうやって１人１人のもっているボキャブラリーとい

いますか、その解釈をもって論じていくときりがなくなってしまいます

よ。だからあくまでも、皆が最大でどこまで理解できますかということ

だと思います。  
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（Ｅ委員）  

  代表的な自治会とかＰＴＡとか、ＮＰＯとかそういうものの集団がい

ろいろな活動をして、例えば地域活動みたいな、そういうものでいいの

ではないですか。  

 

（Ｄ委員）  

  だってそれに基づいて、これを議論してこれが書かれたのではないで

すか。すごく最初の原点から、もう違ったままでずっといってしまって

いることになるのですか。  

 

（Ｃ委員）  

  だからさっきも言ったけれども、地域コミュニティというのをどう結

び付けるかということを議論してきた。  

 

（Ｄ委員）  

  Ｃさんはそんなことをおっしゃるけれども、部会の中でそれが共有で

きていないことで、もとへもどらなければならない。  

 

（Ｅ委員）  

  もっとわかりやすいものをね、ＰＴＡとかね、自治会とかね、そうい

う言葉を入れていって、それで十分なのではないですか。  

 

（委員長）  

  ＰＴＡもコミュニティではないのですか。  

 

（Ｅ委員）  

  コミュニティですよ。だからそういう団体、集団が。  

 

（委員長）  

  ＰＴＡという集団ではなくて、これは先生のあれからすると、主体な

のですよ。  

 48



 

（Ｅ委員）  

  だからコミュニティを織り成す主体です。それがなかったらコミュニ

ティはできないです。コミュニティを形成する１つの要因というか、あ

るのですよ。  

 

（委員長）  

  一般の普通の人は、ＰＴＡはコミュニティだというふうに。  

 

（Ｅ委員）  

  だからここでの定義は、そういうものを含む地域社会ということでし

ょう。  

 

（Ｄ委員）  

  この参加条例の中でこういうふうにコミュニティはとらえていますよ

という定義をして、条文を書くわけです、ではないですか。だからそこ

でちょっと今まで思っていたコミュニティとちょっと違うなというふう

には、それでここが入るわけですから。ここに趣旨がちゃんと入るわけ

ですから、では、今まで議論されたことはというふうになってしまうの

ですけれどもね、そこまでいってしまうと。  

 

（Ｊ委員）  

  Ｂさんがそういうふうに解釈されるということに対しては、間違えて

いないのですよ。定義ですから。ただしそのＢさんの言葉だけでもって

外に発すると、少し不足しますよということを申し上げているだけの話

で。  

 

（Ｄ委員）  

  この中を、ここをちゃんと表現しないと、言葉の定義ではないといけ

ないのですから、これを表現して、なおかつそのあちらと矛盾がおこら

ないような定義を今いっているわけではないですか。だから、本人が今

まで自分の価値観だと、私もそんな定義ではなかったけれど、今ここで
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話し合っているのは、ここの定義なのかなというふうにして、共有して

いかないと。  

 

（Ｅ委員）  

  だから、ある意味ではいろんな理解があるから、ここのところでは、

こういう意味でつくっているのですよということを説明するだけで、皆

が個々に描いているイメージは違ったっていいのですよ。  

 

（Ｄ委員）  

  それは違ったってしようがないですよ。  

 

（Ｅ委員）  

  ある人はＰＴＡをコミュニティと思っていない人がいたり、ある人は

思っていたり、ＮＰＯは違うと思っていたり。  

 

（Ｄ委員）  

  さっきいいましたよね。でもそれを定義しようとしているのですから。 

 

（Ｅ委員）  

  その混乱を整理しようとして定義しているのですから、なぜ定義する

のかということですよ。それでいいのではないですか。あまり難しく考

えないで。  

 

（Ｄ委員）  

  何かいいような気がするのですけれども。  

 

（Ｅ委員）  

  一般の人がわかりやすいほうがいいですよ。そのために、例をあげて、

自治会とかＮＰＯとかＰＴＡとかね。  

 

（Ｊ委員）  

  くどいようですが、先生もおっしゃったコミュニティというものは、
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私も勉強になりました、ここでね。なるほどなと思いました。  

 

（Ｄ委員）  

  なるほどと思いましたよね。自治基本条例ではそれしかコミュニティ

はとらえていなかったのですよ。だからそこがすごくああ進化したかな

と思うのですね。  

 

（Ｃ委員）  

  基本的には先生の定義をベースにして。  

 

（Ｄ委員）  

  やったでしょう。今まで議論されてきたはずではないですか。そちら

のほう、コミュニティだということを。  

 

（Ｃ委員）  

  多様な空間という、空間というのが、ちょっとわかりにくい。それで

地域社会におきかえてしまったらまずいですかね。  

 

（関谷先生）  

  わかりやすくという点でいえば別に特段そんなに支障はないと思いま

すので。  

 

（Ｅ委員）  

  先生の趣旨と多く異存していないと思いますし。  

 

（Ｄ委員）  

  空間と場というふうになると、ちょっとわかりにくいですよね。  

 

（Ｊ委員）  

  先ほどの、行政と市民との争いになったときには、それこそ、行政が

寛大な気持ちを持って、してもらいたいですね。  
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（Ｄ委員）  

  だから、かなりここは、行政が理解できるかどうかというところです

よね。  

 

（Ｅ委員）  

  委員長に議事進行をお願いしたいのですが。もう時間も…  

  私の担当の協働の…  

 

（委員長）  

  ちょっと待ってください。私まだあれなのですね。やるのがＤさん、

そのとき今の論議された内容を受けて、これを条文化する、行政の皆さ

んは、決められたことは、定義づけはわかったということですね。  

 

（兼子コミュニティ課長）  

  はい。やっぱりこれは自治基本条例の基があって、今先生がいったの

もわかるのです。Ｅさんもいったけれども、いろいろな自治会、ＰＴＡ

というのも本来はコミュニティ、その集まりもコミュニティ。  

 

（Ｄ委員）  

  地域住民という個々も、それと集団と地域住民と、それぞれいろいろ

連携してつくる地域社会がコミュニティ。そこにしましょうよ。そこで

何とかわかりやすく表現。  

 

（委員長）  

  Ｉさん、今のわかりましたか。  

 

（Ｉ委員）  

  わかりました。だから結局そういう活動のために、人が集まってある

程度団体といっても、２人になったらもうコミュニティなのかもしれま

せんが、人が集まること自体もコミュニティだし、そういうところに議

論をする場というか、集まることもコミュニティだし、行動することも

コミュニティというようなイメージなのですよね。  
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（Ｊ委員）  

  だから参加。参加ということはそういうことですよと。  

 

（Ｅ委員）  

  あまり難しくしないようにしましょう。ある人は自治会と思ったら、

それでもいいし。  

 

（Ｃ委員）  

  主体の中に個人もあるし、いろいろな団体があるから、そういう主体

と私は場を入れておいて、その場が構成する地域社会というくらいの定

義で。  

 

（Ｄ委員）  

  場というのは難しいです。連携するくらいのほうがわかりやすいです。 

 

（関谷先生）  

  人だけを想定してしまうからわかりにくいのですけれども、田んぼだ

って、里山だって、あれは場なのですよ。でもあれだってコミュニティ

の一員ではないですか。というイメージもあるのですよね。  

 

（Ｄ委員）  

  では、場所という。  

 

（Ｉ委員）  

  場所という意味ですね。  

 

（Ｊ委員）  

  だから、先生のいわれるのは、次に空間とくるから。  

 

（委員長）  

  はい、考えて悩んで、一応なんらかの形にします。それをまた皆さん
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で、ちょっとあれしてください。それで次に移りまして、Ｅさん。  

 

（Ｅ委員）  

  ちょっと、すみません。時間もないので。皆さんに大議論していただ

いた、１７ページの協議型協働の推進と。それで先生、名前、ネーミン

グいろいろ大議論をしてですね、頭が混乱してしまって、結局一番いい

かということで、協議型協働ということで、堅苦しいですけれども、却

って難しくてわかりづらいという議論もあるのですが、一応ここでは、

この条例では、協議ということが非常に今協働では重要であると、最大

に重要なことだと、そういう対話をする、話し合いをするみたいなとこ

ろが、協働の副産物ですが、効果としてあらわれたらいいということが

先生のお話なので、あえてここでは協働型協働という名前にしたらどう

かということで、この趣旨の下のほうに書いてありますが、「実施に当た

っては、両者が十分に協議することが大切であるころから、あえて「協

議型協働」とする。」これは特出ししたのですけれどもね。  

 

（関谷先生）  

  強いメッセージになりますね。協働があまりにも拡散し過ぎていると

いう。  

 

（Ｅ委員）  

  先生のいうように、協働という言葉を使うのはやめようかというね、

行政に利用されているのではないかみたいな、私は決してそういうこと

はないと思いますけれども、実際やってみるとねと思いますけれども、

やり方はあると思うのですが、そんな議論もある中であえて協議型協働

とするという流れにしようということになったのですが、結論が。従っ

てあと以降この協議型協働というのは名詞ですから、協働は全部協議型

協働と置き換えました。  

 

（Ｊ委員）  

  しかしこれ、協議型協働って、すごく、何か重たくなりますね。  
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（Ｃ委員）  

  インターネットでも協議型協働というのはでてこないですね。  

 

（副委員長）  

  すみません。この辺の議論の時に、私は休んでいたので… あの、協

働って、そんな類型があるのですか？  

  

（Ｃ委員）  

  いろんな型っていう意味ですか。  

 

（Ｅ委員）  

  それは、ないところに名前をつければ、協働には協議というものが非

常に重要だと、それを特出しにして、強烈なインパクトをあたえようと。  

 

（副委員長）  

  ただ、その協働というワードだけだと、ある意味では、その…  

 

（Ｅ委員）  

  類型ではないです。勝手につくったのです。そういうことです。  

 

（Ｄ委員）  

  そうするとせっかく協議型協働としてあえてネーミングしたというよ

うなことを、趣旨に入れるのかそれとも前に入れるのか。  

 

（Ｅ委員）  

  定義に入れます。  

 

（Ｄ委員）  

  定義にいれるのですね。もうちょっと丁寧に、そのこの間傍聴してい

た人も、なんで協議型協働と、協働につけなくてはいけないのか、ちょ

っとよくわからなかったみたいですよ。だからやっぱり協働というのは

どっちかというと、今までは上下関係とか下請け化とか、住民が安くつ
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かわれるというような、そういう協働を払拭するために、本当に市民自

治というところで、あえてネーミングしたというようなことが、もうち

ょっと丁寧に書いたほうが、あえて、それでさっきも類型があるのです

かなんて、市民型協働みたいな感じでね。だからなんでそんなに言葉に

よってすごくいわれてしまったので。  

 

（Ｃ委員）  

  定義はいるでしょうね。  

 

（Ｅ委員）  

  協働のところは協議型協働にしたのですよ。私が二重線をつけたので

すけれども。  

 

（Ｄ委員）  

  それでその定義をもうちょっと丁寧に説明しないと、何なのというふ

うにいわれるような感じで、議論が流れていてもよくわからなかったみ

たいで。  

 

（Ｅ委員）  

  では、ちょっと考えます。次回まで。  

 

（副委員長）  

  私なんかは、パートナーシップといった方が、わかりやすい気がする

のですけれどもね。  

 

（Ｅ委員）  

  パートナーシップまではいかないのですよね。  

 

（Ｄ委員）  

  それは人のイメージがものすごくあるから、イメージで簡単な言葉と

かは使いたいのだけれども、簡単な言葉は意外と皆がそれぞれイメージ

もって、価値観をもって、いろんなプロセスをもっているではないです
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か。だからここは新しい言葉をつくり出して、新しい定義に入れていく

というやり方をしたほうがいいなというふうに。  

 

（副委員長）  

  確かにそれは理解できます。  

 

（Ｄ委員）  

  それでＥさん、もうちょっとやさしい言葉を出してきたのだけれども、

やっぱり。  

 

（Ｅ委員）  

  いろいろなのを考えたのだけれども、対話する協働とかね。話し合い

協働とか。  

 

（Ｄ委員）  

  助け合い協働とか。  

 

（Ｅ委員）  

  助け合いの協働とか。  

 

（副委員長）  

  確かにいろいろありますね。資料いただきました。ありがとうござい

ました。  

 

（Ｄ委員）  

  それだとやっぱりよけいにそのイメージを、それぞれが勝手なイメー

ジを持ちすぎるのではないかということが小難しい。  

 

（Ｅ委員）  

  いずれにしてもどんな名前をつけても、話し合う、対話するとかね、

という名前をつけたとしても協議型協働とつけたとしても、なぜ協議型

なのか、なぜ話し合い型なのかというやっぱり定義というか、コメント
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はいると思います。それをしておかないと知らない人がみたときになぜ

あんなこと、なぜ協議なのかということになってしまいますから。  

 

（Ｄ委員）  

  だからそれは定義の部分で早くね。  

 

（Ｅ委員）  

  それは言わないと。  

 

（委員長）  

  こないだもお話したのですけれども、協議を強調するということはわ

かるのですが、この間もお話したようにその協働というのは十分な協議

と理解の上、目的を共有し、対等な立場の中で連携し、協力して活動す

ることをいうと。この中で１番大事なのはやっぱり活動をどうするかと

いうこと、そのためにその協議もあり、共有もあると。でも全ての言葉

を協議型協働とすることによって、これの協議だけ強調してほかのとこ

ろはやっぱり意味が受け取る上で非常に弱くなって、やっぱりその本来

のわれわれがやろうとしている協働ということが伝わらないのではない

かというようなことを私は申し上げています。その点についてはこの間

はそれでも協議を強調すると。  

 

（Ｅ委員）  

  若干、そういうデメリットはありますよ。  

 

（委員長）  

  若干ではなくて、私は大きいと思いますよ。  

 

（Ｅ委員）  

だけれども、これは、条文をよく読んでもらうと、やっぱりその協働

することの仕組みとか、協働せざるを得ないような仕組みとかいうふう

に盛り込んでありますので、私は十分にこの実効性があると思いますの

で、その上でそれをすすめていく上で大事なのは協議だよということは、
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あえて特出しするという意味だと思いますので、その心配はないのでは

ないかと、薄いのではないかと。  

 

（Ｊ委員）  

  私も若干今Ｂさんのいわれる、協議型協働という言葉は重く感じまし

たよ。もう１つは、１番大事な活動という言葉が弱まっているなという

思いはこの中で感じたのですよ。そこでその趣旨のところ、ちょうど２

つめのパラグラフというのか、いわゆる協力して活動することで、満足

度の高い流山市実現の一助とする。というところでこの部分をもうちょ

っとクローズアップして、そういうことで、その活動ということについ

ては、協議をしていくということには重要であるというようなそういう

ことにいっておかないと、そのあとその協議型ということについてはす

んなりくるのですけれどもね。  

 

（Ｅ委員）  

  協議することが大切ということをもう少し強調するということで。  

 

（Ｊ委員）  

  まずその前段もそうでしょう。お互いの長所を出し合い弱点を補って

活動するのだというところを、ここは、せっかくここは、Ｅさんの売り

だったのですから、長所と弱点ね。  

 

（Ｅ委員）  

  それはいいのではないですか。  

 

（Ｊ委員）  

  この２つのパラグラフをもうちょっと最終的にうまくまとめられるよ

うな文章化できないかと。  

 

（Ｅ委員）  

  もっといえばなぜ十分に協議する必要があるのかということですよね。

それは定義のほうというか、何かでちょっと説明しないと。  
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（Ｊ委員）  

  そうしておかないと趣旨に協議型、基本原則にも協議型。  

 

（Ｅ委員）  

  それはありますよね。協力して活動することだといっていますからね。 

 

（Ｊ委員）  

  だから活動するというところをもうちょっと。  

 

（Ｅ委員）  

  活動することを目的としているのだから、協議することではないわけ

ですから、ただ、それをするにあたっては協議ということが大事なのだ

ということをもう少し丁寧に説明したいのだけれども。  

 

（Ｄ委員）  

  その活動といったときにどういうものをとらえているのですか。  

 

（Ｅ委員）  

  協働の形とか、行政との協働とのからみとか、具体的に示しているで

しょう。  

 

（Ｄ委員）  

  だからその活動といったときにも、必ずしも本当に活動するわけでは

なくて、こういう条例づくりなんかも協働になるわけですよね。これは

……  

 

（Ｅ委員）  

  そういうのも活動といえば活動なのですよ。  

 

（Ｄ委員）  

  活動ですよね。だからそれは全て協議型、協議しながらすすめていく
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のだから、別に活動というのは常に、だから全て活動だから、そこだけ

が協議、活動……  

 

（Ｊ委員）  

  １番最初にＥさんが強調されたのが、強烈に印象に残っているのだけ

れども、やっぱり長所を出し合って弱点を補い合って、特に異分野のパ

ートナーが連携、協力して活動するということが、協働ということで１

番重要なことなのだという、そういう前提というか、前段があって出発

してきたのですよ。そういうことで長い間ずっと理解してきたのですよ。

それが前回、前々回から、そこにまた協議ということがなければ、協働

ということは成り立たないね、十分な協議をしないと協働ということに

結び付かないねというのが。  

 

（Ｅ委員）  

  成り立たないというよりも、市民と行政とか、市民と議会とか、市民

同士がやる協働のなんていうのかな、効果というかみたいなものが本当

の意味の協働にならないみたいな。形として協働は、今もいろいろな部

でやっていると思いますのでありますよ。流山市だって一部えらい応募

が何とかでとか、ＮＰＯさんもいるから。できることはできるのですよ。

ただそれを本当の意味の市民参加条例の中に盛り込む、市民参加云々で

やる協働にはならないのではないかというのが先生から私が受けた、す

ごく大事な制度だと思っているので、そういう意味で今言っているので

す。  

 

（Ｊ委員）  

  そういう意味も理解できます。私の理解してきたことというのは、こ

の条例をつくるにあたって、この協働ということがものすごく１つの画

期的な内容として入っているわけですよ。その協働ということが、逆に

いえば非常にわかりにくいねという人たちもたくさんいらっしゃる、い

るだろうと。協働そのものをどうやって理解させたらいいかというとこ

ろが、１番最初にＥさんがいわれたそのお互いの長所を、弱点をおぎな

うのだというところから、その協働という言葉が少し理解しやすくなっ
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ていくと。だんだん話がすすんでいってその協働そのものをどうしてす

すめていくのかということについて、その話し合い、協議するというこ

とが非常に重要であるそういうような１つのわれわれの論理段階があっ

たはずなのですよね。そういうふうにして最終的に今度は前々回で、く

どいようですけれども、協議ということをもう少し表現すべきではない

かということで、その言葉の選び方で協議型ということを入れたと。  

 

（Ｅ委員）  

  これは要するに前段のお互いに弱点をかばいあって、知恵を出しあっ

て、皆で新しいパワーを生み出して、すすめていく、それはそれで進め

方の１つのプロセスですよ。重要な視点、観点の話ですよ。それをすす

めていく上で前提となるのは話し合いでしょうということだから、全然

矛盾していないのですよ。  

 

（Ｄ委員）  

  すみません。ちょっといいですか。おふたりのお話はだいたい完結さ

れていて、なにか議論されているのですか。  

 

（Ｊ委員）  

  だから私が申し上げているのは活動というところを、もう少し浮き彫

りにしてもらわないと。  

 

（Ｄ委員）  

  それはさっきおっしゃいましたよね。  

 

（Ｅ委員）  

  だからそこで説明をしていたわけですよ。  

 

（Ｄ委員）  

  １つあるのですけれども、さっきのＢさんの話もまだ終わっていない

ですよね。１つ、私は協議型協働でいいと思っているのですけれども、

ここで書かれている弱点だけを補うのではなくて、１足す１が相乗効果
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を生み出すということもあるのですけれども、それはそれでいいのです

けれども、協力して活動することで満足度の高いというよりも、市民ニ

ーズに寄り添ったというか、そういう言葉のほうが。  

 

（Ｅ委員）  

  市民に寄り添うと、満足度は高くなります。  

 

（Ｄ委員）  

  だけどあまりちょっと表現の仕方なのだけれども、当然満足度の高い

という、それはわかるのですけれども、もうちょっと具体性をもったほ

うがいいのではないかと思って、私は市民ニーズにそったとか、寄り添

ってとかそういうほうがより具体性がもてるのかなと思うのですよ。  

 

（Ｊ委員）  

  そういうことを入れればいいではないですか。両方付け加える。  

 

（Ｄ委員）  

  必ずしも弱点を補うばかりではないと思うのですよ。１足す１は…  

 

（Ｅ委員）  

  長所を出し合いとあるのですから。  

 

（Ｄ委員）  

  わかりました。  

 

（Ｊ委員）  

  両方入れる、それでいいではないですか。市民ニーズに寄り添ったと

いうことで、もっとわかりやすくなるのですから。  

 

（Ｄ委員）  

  だから全て活動することだから別に活動が弱まるということはないと

思うのですよ。これだって、これ自体だって、ここは先ほども申し上げ
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ましたけれども、条例つくるのだって協議型協働でやるわけですから、

全てあれですから、それはもう弱まらないで、協議型が強調されるだけ

という協議を強調する言葉として、とらえているというのが。  

 

（Ｊ委員）  

  それは決して反論ではなくして、Ｄさんのおっしゃることはわかりま

すが、初めて見る人間から見れば、それは。  

  われわれはずっと、とにかく、あれですよ。論議してきたからそう思

っているのだけれども。全く初めてみるひとだったら、やっぱり協働と

いう言葉に協議型とついたということは、やっぱり目を見張るものがあ

って、その協議型、協議型ばかり、その目を奪われても困りますねとい

う意味で申し上げているのです。  

 

（Ｄ委員）  

  それはもうだから最初にそれであちらでＥさんが、趣旨だかなんだか

のところで、ちゃんと定義しますよと、それで。  

 

（Ｈ委員）  

  これを見ていて思ったのは、最初にＢさんがいっていたように、すご

くインパクトが強くてデメリットも大きいのかなと思っていたのですけ

れども、よくよく考えてみると、その協働ということを考えたときに、

いろんな協働があるではないですか。そこの協議だけを強調され、協議

だけをとっているのかなというふうに思ったのですけれども、でもこう

やって、では、なんでこういうふうになっているのだろうというのを考

える機会があるかなと思って、その考えるときに、なんで私がこれがな

んでこう違和感があるかというのは、協働と書いてあったらもともと協

力するものだと思っているので、だから市の人がうまいように使ってる

とか、そういう現実をもともと知らなかったので、だからそういう全国

的な傾向を知らなかったから、そういう傾向もあるからこういうふうに

しているのだというのを、誰かから教えてもらったり、そういうものが

わかればすごく本気なのだなというのが伝わってきて、それはいいのか

なと思いました。  
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（Ｅ委員）  

  その辺をうまく定義していけば。Ｈさんのいうこともよくわかります。

そのようなことを趣旨に入れましょう。わかりました。ありがとうござ

いました。  

 

（委員長）  

  これは、先生は、特に今の議論に。  

 

（関谷先生）  

  趣旨は全く大賛成で、言葉が協議型協働というものは確かに先ほどい

っていたように、やや重いというようなところがあるので、協議型協働

がいいのか、協議を重視した協働がいいのか、協議による協働がいいの

かという表現方法をいろいろ可能な限り考えて、でもやっぱりこの協議

型協働に落ち着くということであれば、これはこれで、非常にインパク

トがある。  

 

（Ｅ委員）  

  ２番目には協議する協働という名前があったのです。案として。  

 

（Ｄ委員）  

  それだとよけいに協議だけするみたいではないのという思いがあって、

それで、型なら総体的に、包括的になるだろうということでそこにいっ

たのですよね、前回。  

 

（関谷先生）  

  活動というのは協働の中に入っていますから、その協働にどういう形

容詞をくっつけるかということですからね。だから協議型あるいは協議。 

 

（Ｅ委員）  

  協議すること自体が活動ですからね。  
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（関谷先生）  

  そうですね、だからいいと思います。市民協働とか、官民協働とか、

パートナーシップ協働とか、その手の形容詞がついた言葉はそれなりに

ありますけれども、それでもない、新たな。  

 

（Ｅ委員）  

  これは、本当に私も一部行政さんと協働させてもらっていますが、私

はこういうことは感じたことはないのですよ。下請け的な侮辱を受けた

とかね。そういう印象はないのですけれども、ただ、他のＮＰＯさんか

ら、かなり悲鳴が聞こえてきたりするのを聞くと、そういうこともある

のだなと思いますので、やはりその辺をおさえたほうがいいかなと。  

 

（関谷先生）  

  そういう下請け的なものと、あとは、協働というとここからここまで

が、市民の範囲、ここからここは行政の範囲というように、固定的にと

らえられてしまうことがやっぱり多いですから、協議をしてどこがどう

いうことをやれるのかということを、協議しながらそのプロセスを重視

して、協働をすすめていくということが大事なのですね。  

 

（Ｅ委員）  

  実際にやってみると、そうは決めた通りにはいかないのですよ。しょ

うがないねとか、これやってよとかね。  

はい、協働はもう終わりました。  

 

（委員長）  

  この協働の言葉、例えば２１ページに、頭に市民参加・協働推進のた

めの環境づくりという、ここで協議型協働を推進以外のところでの表現

はどういうふうにするのですか。  

 

（Ｅ委員）  

  ここは、私はいいのではないかなと思うのですが。一般的な協働とい

うことで。  
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（委員長）  

  それとこの６番目の中でのいわゆる協働、この間のあれでは全部協議

型協働にしようというお話だったのですけれども。  

 

（Ｄ委員）  

  ６番はやっぱり協議型協働で、６番はやっぱり直したほうがいいと思

いますよ。５番はいいのではないですか、市民同士だから、市民同士は

あまり協議型をつけることはないのかなと。整合性保てないですよね、

それだと。  

 

（副委員長）  

  だったら今のお話、こんがらがってしまうのですよね。６番の（１）

には市民と行政が課題を…云々と書いてあるけれども、（３）のところに

は、協議型協働の区分として行政との協働、市民との協働と書いてある

ところもありますよね。  

 

（Ｄ委員）  

  そしたら全部含めないといけないですね。  

 

（副委員長）  

  そういう話になってしまいますよね。何かこう、必要以上にややこし

くなってしまうような気がするのですが。  

 

（Ｄ委員）  

  それなら全部やったほうがいいです。それだったら全部強調しないで、

いわゆる流山の協働というのはもう協議型協働という１つの言葉に全部

してしまうということが。こういうイメージとして。だからそれは新し

くなにかあるかもしれないけれど、ちょっと。日常的に協働使わないで

すよね。  

 

（Ｅ委員）  
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  使っていないと、ここはその協働？ということになってしまうので。  

 

（Ｄ委員）  

  最初にこれを定着させないと。だからやっぱり全部整理したほうがい

いと思います。  

 

（Ｊ委員）  

  文中は以下、協働というとしたらどうですか。  

 

（Ｄ委員）  

  市民同士の協働も協議型になるわけですか。  

 

（Ｉ委員）  

  あと１ついいですか。１７ページの（１）の趣旨のところの三行目の

ところで、協議型協働は市民と行政が、多くの市民生活に影響を与える、

とあるのですけれども、市民と行政もそうですし、市民同士も入ってく

るので、ここにも。三行目のところで市民と行政がということになって

いるので、市民同士とも。  

 

（Ｄ委員）  

  趣旨のところですか。  

 

（Ｉ委員）  

  趣旨です。  

 

（副委員長）  

  （３）でいうところのアの部分しか含まれていないということですね。  

 

（Ｄ委員）  

  市民同士が入っていないのではないかということですね。どっちかと

いうとやっぱりこの協働というのは、行政と市民との部分がすごくここ

では強調したいですよね。  
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（副委員長）  

  そういうことになってくると協議型協働、協議型という言葉のじゅ縛

というものがでてこないかというふうな感じになってしまわないですか。 

 

（Ｅ委員）  

  それならば、市民等の協働というのではなくて、当事者間の、とすれ

ばいろいろなものが含まれる。市民等というよりも市民と市民ともある

ということだから、当事者間のとすればよいですね。趣旨の上から３番

目、当事者はと。  

 

（Ｄ委員）  

  それではやっぱり市民と行政の協働というものが、やっぱりちょっと

考え直そうよというところが抜けてしまうから、やっぱり市民と行政と

いう言葉は入れたほうがいいと思うのですよ。  

 

（Ｅ委員）  

  では、今この中に入れますか。  

 

（Ｄ委員）  

  市民と行政、市民同士というのをね。入れてしまえばいいのですよ、

市民と行政、市民同士。  

 

（Ｃ委員）  

  自治基本条例の１５条の協働によるまちづくりには、議会が入ってい

るのですよね。この場合のここでいう協働には議会はなしで、行政だけ

を強調しますか。  

 

（Ｊ委員）  

  論議でありましたけれども、議会は…  

 

（Ｅ委員）  

 69



  しないということだった。  

 

（Ｄ委員）  

  そこまで書きこめないのではないかという、しないということはない

けれども、書き込むのはちょっときついのではないかと、参加くらいで

とどめておこうかということで、しないことはないけれど、チャンスが

あれば…。  

 

（Ｃ委員）  

  これと違ってもいいということなのですね。  

 

（副委員長）  

  もっと違ういい方をすれば、書かれていないことは関わらないという

ことになりそうで、ちょっとそれは…  

 

（Ｄ委員）  

  だから参加条例の中で、議会の参加で、かなり書いていますからね。

協働的な意味合いのことも書いていますからね。協働という言葉を使っ

ていたことも。  

 

（Ｊ委員）  

  議会との協働というのは非常に現実的な考えでいったら、難しいので

はないかというのが多すぎるのですよね。  

 

（Ｄ委員）  

  参加でかなり書き込んでいるから大丈夫ですよ。  

 

（Ｊ委員）  

  それの前にはねつけられてしまうのが、議会基本条例でやられちゃう

可能性はありますよね。  

 

（Ｃ委員）  
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  議会の施策決定の市民と協働はやったことないですね。  

 

（Ｄ委員）  

  それは入っていますよ。参加で入っていますよ。  

 

（Ｃ委員）  

  協働ではなくて、参加に。  

 

（Ｅ委員）  

  行政との協働と議会との協働とどう違うのだみたいなところもあった

のですよね。あまり変わらないのではないのみたいな。  

 

（Ｄ委員）  

  行政との協働はやっぱり事業の協働みたいなそういう関連が多いです

よね。  

 

（Ｊ委員）  

  議会というと逆に議会と協働するという……  

 

（Ｃ委員）  

  ちょっと、議会基本条例との絡みがあったので。  

 

（Ｅ委員）  

  議会ももっともっと自分で課題発見してね。行政の先をすすんでいる

ならば、議会自身が行動を起こすようになれば、市民との協働というの

もまた。  

 

（Ｄ委員）  

  それは市民レベルもかなり上がらないと。  

 

（Ｅ委員）  

  もちろん市民レベルもあがらなくてはいけないですね。そういうレベ
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ルにならないと。  

 

（Ｄ委員）  

  かなりの議会の市民参加で私は協働的なものも盛り込んでいるから、

いいのではないかなと思いますけれどもね。  

 

（Ｊ委員）  

  議会基本条例があって、議会がそれを優先されている、自分たちがも

っている基本条例ということで、盾にとって考えていけば、市民の参加

というものはもちろん入っているわけですけれども。協働までの考え方

は、実際どこで受け皿として持つのか、そこのところがはっきりいって、

見えないです。  

 

（Ｃ委員）  

  私はちょっと自治基本条例との関係があったので。  

 

（Ｄ委員）  

  書いていないことはだめとは限らないので、どっちでもとれますよね。

書いていないから使わないということ、書いていないから別にこうやれ

ばいいのだよといえるから。  

 

（委員長）  

  ８時５０分を過ぎまして、あと１０分弱というところで、今日の議論

を基にまた手を入れて修正をして、次回２月７日に臨みたいと思います

が、今日ここで何か聞きたいとか、何かありますか。  

 

（Ｄ委員）  

  先生からのトータル的なところでのちょっと。  

 

（委員長）  

  それは今からこの終わったあと先生にお話いただこうと思います。で

は、先生。今までの議論。  
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（関谷先生）  

  トータルというのは。  

 

（Ｄ委員）  

  触れていない分野のところもあるので。先生に何をお目通しして気が

ついたことなど。  

 

（Ｅ委員）  

  ぜひここは直しておいたほうがいいとかね。  

 

（委員長）  

  時間が今日は限られていますので、今日の議論を基にお目通しいただ

いて、次回それを、全体を通して、ちょっと特に今日気がついたことが

あれば、構いませんけれども。主に今日の議論の中で先生、感じられた

ことを。  

 

（関谷先生）  

  今日の議論の中では、だいたい先ほど申し上げた通りなのですけれど

も、協議が１ついえると思うのですけれども、あと対話とか応答という

ことは、議論はされた、対話型協働とか、応答的協働とか。  

 

（Ｅ委員）  

  応答的協働ね、それは協働の基本原則の中に入っていますよね。推進

と役割の決定に当たっては、良好な応答関係により十分協議することと

いうことで押さえています。  

 

（Ｄ委員）  

  次回にその言葉を。言葉としてどれがいいかというのは次回にそのこ

とも含めて、もう一遍言葉について。  

 

（Ｅ委員）  
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  １７ページの基本原則のアにもいれてあるのですよね。  

 

（委員長）  

  今先生の御指摘は、協議型協働と同じレベルかそれに近い形で対話的、

応答的対応とか、そういう単語が必要なのではないかと。  

 

（Ｅ委員）  

  それは、良好な応答的関係により十分協議するので、趣旨で、それで

通じるのではないですか。  

 

（Ｄ委員）  

  だから言葉として協議型協働にするのか、例えば応答的協働にするの

か、対話する協働にするのか、その辺の言葉をもういっぺんちょっと考

えてみるというのも、ありかもねという。中身は変わらないのですよね、

先生。  

 

（関谷先生）  

  中身は全然変わらないです。  

 

（Ｄ委員）  

  言葉として協議型協働があまりにもきつい、ごんと重いというように、

だから言葉ですよ。キーワードだから。  

 

（関谷先生）  

  このままで全然いいのですけれども、この中で議論の中でそれらの言

葉も同時に検討されてきたのかなというのが。  

 

（Ｅ委員）  

  協議型協働とどちらがいいか……  

 

（関谷先生）  

  それもあわせて、対話的協働もなくはないですし、応答という言葉も
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使えなくはない。  

 

（Ｈ委員）  

  先生的にはこの協議型でも応答的でもいいのですけれども、それがつ

いているところと、ついていない箇所が入ってしまうということに関し

てはどう思いますか。  

 

（関谷先生）  

  基本的には全部つけるとまわりくどいというふうに受けとめられると

ころもあるでしょうし、一般的に協働として使えばすむ箇所とここは明

らかに協議型というふうに意味を強調しなければいけない文脈と、使い

分けていく。一般用語として使う場合は協働という言葉でいいと思いま

す。ここは絶対に協議型というふうにつけないと、趣旨がぼやかされて

しまうところについては、必ず形容詞をつけるということで使い分けれ

ば。全部協議型にする必要はないと思います。  

 

（Ｅ委員）  

  先生のご質問で、十いくつか案を出したのですけれども、ネーミング

の私の私案で、それをたたいていただいたのですね。その中に協議型協

働のほかに話し合いとか、対話とかつけたほうがという案がいくつかあ

りまして、その中に協議する協働というのもあるし、話し合う協働とい

うのもあるし、対話型協働、対話する協働みたいなことを皆で話し合っ

たのですよ。話し合って協働とかね、形容詞ですけれども、つけるのが。

その結果、先ほどＤさんがいわれたように、あまり何かこうすると協議

する協議だけがクローズアップしてしまうことがあるのではないかと、

協議することが協働みたいになってしまうということとか、デメリット

のほうが多いのではないかとかいうような話で、結局ああだ、こうだと

やっていくうちに協議型協働にしようか、ということでかなり議論しま

した。  

 

（関谷先生）  

  それならば、特に後ろから言葉についての異論をはさむ必要は全くな
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いのですけれども、そういう経過で話されたということを伺って、それ

以上は特に。あとは今日の範囲といいますか、やっぱり前文の部分はこ

れいろいろとちょっと出し合ったほうがいいかなというふうに思います

ので、先ほど申し上げた通りで、なぜ市民参加条例が必要なのかという

部分はなるべくコンパクトに、そのポイントを入れられるように、これ

ちょっと皆さんで出し合っている言葉がちょっとふさわしいかというの

を、ちょっと出し合った上で精査していってみるといいのかなと思いま

す。これは先ほど前文のところで申し上げたとおりですので、その辺も

ちょっとご検討いただくといいのかなというふうに思いました。  

  あと細かいところはあるのですけれども、時間もあれですのでなんで

すので、それは次回逐一申し上げさせていただきたいとは思っています。 

 

（Ｃ委員）  

  ２月１９日は市長に出す前提なのですか。それとも２月１９日にまと

まる……  

 

（委員長）  

  まとまったものを改めて市長に出すということになっておりますね。  

 

（Ｃ委員）  

  そうでなければ先生にできるだけ早くメールか何かで、御意見をいた

だいて直したものを２月７日に向けて書きなおすのかなとは思ったので

すけれども、そこまではいらないということですね。  

 

（関谷先生）  

  次回は何日でしたっけ。  

 

（委員長）  

  ２月７日です。  

 

（関谷先生）  

  ２月７日、はい。では、その前までにメールで流しましょうか。  
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（Ｄ委員）  

  先生のほうで可能であればちょっと御指摘をいただいて、それででき

ればできる範囲でやっておいて、またそこで再度みていただくというこ

とで。  

 

（関谷先生）  

  そうですね、では、事務局のほうに現段階のものに対するコメントを

ちょっとザーッと書いたものを送りますので、それを事務局から皆さん

に投げていただいて。  

 

（Ｄ委員）  

  では、２月７日にはそれを一応あれして。自分ができる範囲で。７日

の前に事務局に出して当日の資料でいいわけですよね。それはね。  

 

（Ｃ委員）  

  あともう１つ、解説文をという話があったのですが、ちょっとコミュ

ニティは断念します。  

 

（Ｄ委員）  

  ちょっと書いたほうがわかりにくくなりそうですよ。  

 

（委員長）  

  ２月７日の月曜日にですね、ですからそれは先生からの御指摘を受け

て、直したものは前週末までに４日までに須郷さんのところに。それを

須郷さんのほうで皆さんに送るという、だから４日の午前中ということ

でよろしいでしょうか。  

 

（Ｄ委員）  

  午前中なのですか。  

 

（事務局・須郷）  
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  午前中を目安でお願いします。  

 

（Ｄ委員）  

  午前中に目安ですね、はい。  

 

（委員長）  

  はい、では、そういうことですすめたいと思います。あと御意見なけ

れば、事務局のほうから何か連絡事項その他ございますか。  

 

（Ｃ委員）  

  先生に佐倉の話を聞きたいなと思っていたのですけれども。  

 

（委員長）  

  では、５分くらい、そんなに時間いらないかもわかりませんけれども。  

 

（関谷先生）  

  佐倉の場合は、執行部がとにかく市民参加型で条例つくろうというふ

うにいっているわりには、基本的に開く気がなかったというふうな話で

す。ここが１番のポイントなのです。だから要するに懇談会をつくって、

その懇談会をつくって議論してもらったことだけでもって、要するに市

民参加型で条例つくったことにしようということを執行部が考えてしま

ったことが、そもそもの間違いですね。だから私のところに話があった

ときにも、それはそんなものではいまどきもう通用しませんよという話

をして、この懇談会をつくるのはいいけれども、そこからさらに流山で

やられているように各方面に発信して、いろんな意見を集約しながら一

歩一歩組み立てていく必要があるというところがあったのですけれども、

あと、もう１つのネックだったのは期限が、春に立ち上げて１０月に答

申出せという話ですから、そもそもそうやって、だからその辺で当初か

らねじれがあって、私もさんざん市長、副市長に申し上げてはきたので

すけれども、やっぱり選挙が始まる、要するに１２月議会に出さないと

この４月の選挙に間に合わないのでという部分があったりですとか、た

ぶん流山市以上に、佐倉市の場合、執行部と議会の対立が激しすぎた、
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その辺でどの段階でその条件を出すのかという戦略を執行部が一応立て

たようです。私から見ればその戦略の立て方は大失敗だというふうに思

いますので、もっとトータルに戦略を立てればよかったのではないかな

ということが、とりあえず印象としてはあるのですけれども、だから今

後またどうなるかで、首長、議員も、一応変わりますから、同じになる

のかどうかわかりませんけれども、ちょっとまた今後、仕切り直しで期

待したいなと今のところは見守っているというところです。  

 

（Ｅ委員）  

  市民の考え方はどうだったのですか。懇談会ですか、委員の方たちは、

議会通らなくてよかったといわれていますよね。  

 

（関谷先生）  

  報道的にはそう書いてありますけれども、あれも実は朝日新聞は偏っ

た書き方をしていて、あれも市民といっても、一般の市民で、だから新

聞に出てきたのは、もともと佐倉市政に厳しい政治運動をしているグル

ープなのですね。それはそれでいいのですけれども、その声が強すぎる

と、例えば協働のまちづくりをやっている、非政治的なグループは押し

のけられてしまう。意見いおうと思ってもそんなあまっちょろいことで

はだめだとか、何かそういう話になってしまって議論がやっぱり１つの

方向にやっぱりなっていってしまう、懇談会の場では、それを極力避け

るために交通整理をやりましたけれども、どうしてもやっぱり声が大き

くなって、結果的になってしまって、協働やっている市民グループとか

その辺がやっぱりちょっと議論しづらいとか、１番離れていってしまっ

たとかというふうなところがあったので、もっと市民相互で建設的な議

論をする必要があったということが私の感想です。私ももうちょっとう

まく仕切ればよかったのですけれども。  

 

（Ｄ委員）  

  懇談会というのは、どのくらいなのですか。全部市民で構成されてい

るのですか。  
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（関谷先生）  

  そうです。だから正式な懇談会は、定員５名で、それ以外によくわか

らないのですけれども、通信委員という形で、メールで意見がいえる、

それが２０人くらいいて、その合同会議をやったりとか、最初にいって

いたけれども、面倒くさいから本当にとにかく全部あわせて市民会議や

りましょうと私のほうで提案をして、基本的にはそういう形で議論を重

ねたのですね。ですけれども、半分は建設的な議論で１個１個の論点を

巡る議論ができたのです。でも半分は、要するに行政の執行部の懇談会

の立ち上げから、条例の策定方法から全部だめだとする行政批判が、か

なりまぎれこんできてしまったので、そうすると全部蒸し返しになって

しまうので、議論にならない、それがちょっと厄介だったという話があ

りますので、決して朝日が書いた通りだけではなかったということです。 

 

（委員長）  

  ありがとうございました。ここで下戸の私から話をするのもなんです

が、来月あと２回やりますけれども、それから市長への提案とかそれが

あったあと、できれば３月に、われわれ検討案を出したあと一度食事会

というのですか、そういったものをやりたいなと思っていますし、そう

いう時もまた先生に参加いただいていろんな話をしていただければとい

うふうに思います。その日程調整はまた相談するようにします。  

  では、今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。  

   

（閉 会）  


